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平成２９年度都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修 

実施要項 

平成２９年５月１２日 

文 化 部 長 決 定 

 

１ 趣 旨 

我が国に在留し，定住化する外国人を社会の一員としてしっかりと受け入れ，日本語能力

が不自由であるために社会から排除されないようにするために，日本社会におけるコミュニ

ケーション手段である日本語を習得するための体制を整える必要がある。 

そこで，全国都道府県及び市区町村等の日本語教育担当者が一堂に会して，国，地方公共

団体等の取組についての情報交換と，地域における日本語教育施策の企画立案能力の向上を

目的とした研修を実施する。 

 

２ 開催日時，場所 

平成２９年７月４日（火）午前１０時００分～午後４時３０分 

    文部科学省 東館３階講堂（東京都千代田区霞が関３－２－２，０３－５２５３－４１１１） 

 

３ 主 催 

文化庁 

 

４ 対 象 

「生活者としての外国人」の日本語教育を担当する全国の都道府県及び市区町村の日本語

教育担当部署の職員，又は，当該地方公共団体が設置した国際交流協会等（※）において日

本語教育事業を担当している職員 
※ ここで言う国際交流協会とは，以下の団体とする。 

（条件） 

①地方公共団体が設立した 

②地方公共団体が事務局を務める 

③地方公共団体から補助金等を受けている 

④地方公共団体の施設の指定管理を行っている 

※ 先着７０名までとする。定員を超えた場合，原則として各団体１名までの参加とする。 

 

５ 内 容（敬称略） 

 ① 開会挨拶  

       文部科学省大臣官房文部科学戦略官             藤原 章夫 

 

 ② 施策説明  

○説明者 

文化庁文化部国語課長                   西田 憲史 

文部科学省大臣官房国際課外国人教育政策係長        村越 幸史 

文部科学省初等中等教育局国際教育課課長補佐        桜井 康仁 

 

 ③ 報 告 「文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における審議内容について」 

○報告者 

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会副主査， 

インターカルト日本語学校代表               加藤 早苗 

 

 

①～④のいずれかを満たす団体のうち，地域

における国際交流，多文化共生，外国人支援

等に関する事業を行う団体。 
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 ④ 演 習  「日本語教育担当ワンアップ研修 

         －自治体が行う初期日本語教育と空白地域における日本語教室開設の取組－」 

 

○講 師   

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会委員， 

平成２８－２９年度地域日本語教育スタートアッププログラム  

地域日本語教育アドバイザー， 

武蔵野大学大学院准教授  神吉 宇一 

 

実践事例１  【岐阜県大垣市】 

    ○報告者 

「初期日本語学習者を対象とする日本語教育の体制整備 

－日本語教育の専門人材・機関と連携して－」 

公益財団法人大垣国際交流協会主任             吉安 三恵 

 

実践事例２  【広島県江田島市】 

      ○報告者   

「日本語教育の新規立ち上げに向けた連携とアドバイザーの活用 

－地域日本語教育スタートアッププログラムを実施して－」 

         江田島市市民生活部人権推進課長              蔵下 恵 

平成２８－２９年度地域日本語教育スタートアッププログラム  

地域日本語教育アドバイザー， 

公益財団法人ひろしま国際センター研修部日本語常勤講師   犬飼 康弘                                     

 

６ 日 程 
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７ その他 

 ・本研修の参加費は無料とする。 

 ・本研修の参加に係る経費・宿泊費等は各参加者の負担とする。 

 ・研修終了後に情報交換の時間を設ける。 

9:30  10:00   10:10       11:00       11:30       12:40      13:10           14:35     14:50                 16:30      17:00  
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    場所：文部科学省 東館３階講堂（東京都千代田区霞が関３－２－２） 

    対象：都道府県・市区町村の日本語教育担当部署の職員，当該地方公共団体が 
設置した国際交流協会等の職員 

        申込：事前の登録が必要です。別添の出席登録票にてお申込みください。 
 

１．日本語教育に関する施策説明・・・文化庁、文部科学省 

２．日本語教育小委員会における審議状況報告 

３．演習  

ワークショップ① 実践事例から学ぶ  

           

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

※本研修は「生活者としての外国人」に対する日本語教育を担当する自治体職員等を対象としております。 
外国人児童生徒等を対象とした学校教育に特化した研修ではありません。 

「初期日本語学習者を対象とする日本語教育の体制整備 

                   ―日本語教育の専門人材・機関と連携してー」 

 

「日本語教育の新規立ち上げに向けた連携とアドバイザーの活用 

－地域日本語教育スタートアッププログラムを実施して－」 

江田島市              蔵下 恵氏 
公益財団法人ひろしま国際センター  犬飼 康弘氏 

日本語教育担当１UP！研修 

公益財団法人大垣国際交流協会    吉安 三恵氏 

実践事例２「江田島市（広島県）」 

日時：平成２９年７月４日（火）午前１０時００分～午後４時３０分 

実践事例１「大垣国際交流協会（岐阜県）」 

ワークショップ② 日本語教育担当１UP に向けた課題の捉え方 

 
日本語教育の体制整備に向け，自分の地域では何ができるかワークショップを通じて考えてみましょう。 

［講師 武蔵野大学大学院 神吉 宇一］ 

 

自治体が行う初期日本語教育と 

空白地域における日本語教室開設の取組 

 

文化庁平成２９年度都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修 
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平成２９年度都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修

文化庁における日本語教育施策

平成２９年７月４日（火）

文化庁文化部国語課長

西田 憲史
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国内の日本語学習者数等の推移

※文化庁調べ（各年11月1日現在）

○平成28年末現在で，在留外国人数は約238万人となり，我が国人口の約1.9％を占める。
○国内の日本語学習者数は，長期的には増加傾向にある。平成23年は東日本大震災の影響等により約4万人減少
したものの，平成28年には約20万6千人で過去最高（速報値）。

※H２３までは外国人登録者数，H24以降は在留外国人数。

いずれも法務省（各年末現在）

国内の日本語学習者数等の推移
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※平成28年については，速報値。変動する可能性があります。

国内の日本語学習者数等の推移

在留外国人数の推移在留外国人数の推移

※文化庁調べ（各年11月1日現在）

１
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審議会における検討

○日本語教育コンテンツ共有化推進事業
日本語教育に関する教材等のコンテンツを共有し，イン

ターネットを通じて横断的に利用できるシステムである
「ＮＥＷＳ」を運用するとともにコンテンツの充実を図る

○日本語教育推進会議

関係府省及び関係機関等による会議の開催を通じて，日
本語教育に関する情報の共有化等を図る

○地域日本語教育実践プログラム

・「標準的なカリキュラム案」等の活用による取組
「標準的なカリキュラム案」等に準拠し，地域の

実情に応じた日本語教育の実施，人材の養成及び教
材の作成を支援

・地域資源の活用・連携による総合的取組
地域の文化活動・市民活動等に外国人の参加を促

しつつ日本語教育を実施する取組や，日本語教育に
関する地域における連携体制を構築・強化する取組
等を支援

○地域日本語教育スタートアッププログラム

日本語教育のノウハウを有していない自治体に

対し，アドバイザーの派遣等の支援を実施

○地域日本語教育コーディネーター研修

一定の経験を有し，日本語教育プログラムの編成

やその実施に必要な連携・調整に携わっている者等

を対象に研修を実施

○日本語教育研究協議会

「標準的なカリキュラム案」等を相互に有効に活用する方
法を解説したハンドブックを活用し，東京と大阪で協議会
を開催

○都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修
地域における日本語教育に係る施策等の企画・立案能力

の育成・向上を目的とした研修を実施

○都道府県政令指定都市日本語教育推進会議
今後の連携のあり方等について議論するため，都道府

県政令指定都市の担当者を構成員とする会議を開催

○文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における検討
｢生活者としての外国人」に対する日本語教育について，①「標準的なカリキュラム案｣(平成22年5月)，②「活用のためのガイドブック｣(平成23年1月)，③「教材例集｣，④「日本語能

力評価｣(平成24年1月)及び⑤「日本語指導力評価｣(平成25年2月)を取りまとめ。［平成25年度以降，周知・活用を図る。］

また，日本語教育小委員会の下に設置した課題整理に関するワーキンググループにおいて，⑥「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について(報告)｣(平成25年2

月)，日本語教育小委員会において⑦｢日本語教育の推進に当たっての主な論点に関する意見の整理について(報告)｣(平成26年1月)を取りまとめ。

平成28年２月には，「地域における日本語教育の推進に向けて－地域における日本語教育の実施体制及び日本語教育に関する調査の共通利用項目について－」（報告）を取りまとめ。

具体的な事業の実施
「生活者としての外国人」のための
日本語教育事業

省庁連携日本語教育基盤整備事業

日本語教育研究協議会等の開催

条約難民及び第三国定住難民に対する定住支援策
として日本語教育を外部に委託して実施
平成27年度からは，新たに定住後の第三国定住難民

にとって課題となっている日本語の読み書き能力の維
持・向上のため，通信による学習教材及び支援ツー
ルを開発し，定住先の自治体及び支援団体と連携し，
運用体制を構築

○日本語教育に関する実態調査

日本語教育実施機関・施設等に関する実態を把握

するための調査を実施

○日本語教育の総合的な推進に向けた調査研究

日本語教育小委員会での１１の論点の検討結果を

踏まえた日本語教育を推進する調査研究を実施

日本語教育に関する調査及び調査研究

条約難民及び第三国定住難民に
対する日本語教育

（28年度予算額 150百万円）
29年度予算額 151百万円

（28年度予算額 43百万円）
29年度予算額 43百万円

（28年度予算額 8百万円）
29年度予算額 8百万円

（28年度予算額 4百万円）
29年度予算額 4百万円

（28年度予算額 5百万円）
29年度予算額 5百万円

外国人に対する日本語教育の推進
（28年度予算額 210百万円）
29年度予算額 211百万円

２

○平成24年5月28日に日本語教育小委員会に「課題整理に関するワーキンググループ」を設置。
（※日本語教育小委員会は文化審議会国語分科会に平成19年7月に設置。）
日本語教育を推進する意義等について再確認するための検討を行い，改めて「基本的な考え方」を整理。
その上で，今後，具体的な施策の方向性や日本語教育の推進方策を議論していく際の「検討材料」として「１１の論点」を整理。

論点２
日本語教育の
効果的・効率的
な推進体制
について

論点１
日本語教育に
関する政策の
ビジョン
について

論点３
日本語教育の
標準や日本語
能力の判定基準
について 論点４

カリキュラム
案等の活用
について

論点５
日本語教育の
資格について

論点６
日本語教員の
養成・研修
について

論点７
日本語教育の
ボランティア
について

論点８
日本語教育に
関する調査研
究の体制に
ついて

論点９
総合的な視点
からの検討
について

論点１０
外国人の児童
生徒等に対する
日本語教育
について

論点１１
国外における
日本語教育
について

「１１の論点」

「基本的な考え方」
１．

日本語教育を推進する意義

２．

日本語教育に関する国
と自治体との役割分担

３．

多様な日本語学習者の
学習目的・ニーズへの対応

○日本語教育小委員会において，論点を
「検討材料」として調査，ヒアリング等
を実施

○日本語教育小委員会以外にも，様々な
機会を生かして，関係機関・団体，都道
府県・市区町村等から１１の論点に関し
てデータ，意見を収集し，整理。

○平成26年1月31日に「日本語教育の推
進に当たっての主な論点に関する意見の
整理について（報告）」を取りまとめ。

○平成28年2月29日に「地域における日
本語教育の推進に向けて（報告）」を取り
まとめ

これまでの検討状況

日本語教育の
推進体制について

日本語教育の内容
及び方法について

日本語教育に携わる
人材について

日本語教育に関する
調査研究について

その他

報告書の構成

平成28，29年度の審議予定

○論点５「日本語教育の資格について」，
論点６「日本語教員の養成・研修につい
て」を審議中。

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における審議について

３
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地域日本語教育
コーディネーター研修
（東西２か所）

地域における日本語教育プログラムの編成や
実施に必要な地域の関係機関との調整に携わっ
ている者等，地域日本語教育を推進する中核的
人材に対する研修を実施。

審議会報告・成果物の提供
文化審議会国語分科会が取りまとめ
た報告・成果物の提供を行う。

活用のための
ガイドブック

日本語能力
評価について

標準的な
カリキュラム案

文化庁
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さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
を
講
じ
て
い
く
必
要

背景・
課題

外
国
人
の
円
滑
な
社
会
生
活
の
促
進

日
本
で
の
生
活
に
必
要
な
日
本
語
を
習
得

地域日本語教育実践プログラム

地域資源の活用・連携による
総合的取組

地域の文化活動・市民活動等に外国

人の参加を促しつつ日本語教育を実施
する取組や，日本語教育に関する地域
における連携体制を構築・強化する取
組等を行う。

「標準的なカリキュラム案」等
の活用による取組

「生活者としての外国人」に対

する標準的なカリキュラム案等
を活用し，地域の実情・外国人
の状況に応じた以下の取組を行
う。

○日本語教育の実施
○人材の育成
○教材の作成

プログラム（Ａ） プログラム（Ｂ）

（想定される取組例）
・子育てや防災の取組との連携
・自治体の部局，関係機関・団体，
企業等からなる協議会の設置 等

成果の
普及

事例の収集，カリ
キュラム案等の
検証・改善

教材例集

日本語指導力
評価について

本事業の
範囲

（２５年度予算額 １６４百
万円）

２６年度予算額 １５５百万円
地域日本語教育

スタートアッププログラム

日本語教育に初めて
取り組む自治体支援

日本語教育に関するノウハウ
やリソースを有していないた
めに，これまで教室を開設で
きていない自治体に対する支
援を行う。

○アドバイザー派遣
・地域日本語教育プログラム
の開発
・日本語教室設置への助言

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
（28年度予算額 150百万円）
29年度予算額 151百万円

４

（２５年度予算額 １６４百万円）
２６年度予定額 １５５百万円

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

自治体による取組事例（H28年度）

○徳島県
「徳島で暮らす外国人のための日本語教育事業」
・日本語ができないために地域社会から孤立してしまう外国人が発生しないよう，日本語学習機会の提供とともに生活支援を行い国籍等
に関わらず安全・安心に暮らすことができる地域作りを推進するため，日本語教室を中心とした基盤を整備した。

○公益財団法人大垣国際交流協会
「地域日本語力はぐくみ事業～外国人から支援ボランティアまで～」
・日本語が話せない外国人を対象に日本語や地域生活のルールを習得する「日本語教室」の開催，日本語学習をサポートできる人材の
育成のための「日本語指導のボランティア講座」の実施，生活情報・行政情報を盛り込んだ日本語学習教材の作成を行った。

○長野県
「バイリンガル指導者を活用した日本語学習支援事業」
・同国人に対して日本語と母語で生活に必要な日本語表現の指導や日本社会の習慣・マナーを伝えるバイリンガル人材を育成，活用した
日本語教室を実施した。また，県内いくつかの地域をネットワークでつなぐとともに，一般への意識啓発等も行った。

○総社市
「総社市地域参加型生活サポート日本語教育事業」
・多様な機関等との連強・協力により「地域でつながる日本語教室」を実施，また日本語学習サポーター（ボランティア）の養成を行う
とともに防災訓練や子育てに関わる事業を地域連携の元推進し日本語教育の体制整備事業を行った。

○公益財団法人 千葉市国際交流協会
「日本語教育・相互理解促進体制整備事業「ちば多文化協働プロジェクト」」
・市内の日本語室がない区に着目し，その地域での日本語教室を実施している。日本語教室の運営では，日本語能力の向上と地域社会
への参加意欲促進を図ることを心がけ，支援者研修や地域における外国人理解と成果普及・関係機関のネットワーク化に取り組んだ。

●地域日本語教育実践プログラムＡ

※平成29年度の自治体への委託は以下のとおり。
＜実践プログラムＡ＞ ＜実践プログラムＢ＞
○徳島県 ○公益財団法人新宿未来創造財団 ○公益財団法人長野県国際化協会 ○公益財団法人福島県国際交流協会
○公益財団法人大垣国際交流協会 ○松本市 ○飯田市 ○駒ヶ根市 ○総社市 ○公益財団法人浜松国際交流協会 等

●地域日本語教育実践プログラムＢ

※ 過去の事業報告書については，文化庁ウェブサイトの「「生活者としての外国人」のための日本語教育事業」のページを御覧ください。（現在，掲載準備中）。
５
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「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
（地域日本語教育スタートアッププログラム）

○入管法改正以来，この20数年間で定住外国人は，約100万人から約210万人へ倍増
○「経済財政運営と改革の基本方針2016」や「日本再興戦略2016」において，外国人材
の受入れ促進・活用などが、前年に引き続き盛り込まれている

○2020年にはオリンピックも開催され，今後，さらに定住外国人の増加が予想される
○日本語教室の開設状況は地域によって大きく異なる。
・域内に日本語教室が開設されている市区町村は全体の約３分の１
・日本語教育が実施されていない市区町村に居住している外国人は約50万人
・そういった地域に住んでいる外国人は日本語を学びたくても日本語教室がない
・自治体も日本語教室を開設したくても，ノウハウや人材を有していない

趣旨

日本語教室が開催されていない地域に居住している外国人は現在，約50万人おり，こういった地域に居住する外国人に日本語を学ぶ機会
を提供するために，日本語教室を開催したいと考えている自治体に対し，アドバイザーを派遣し，日本語教室が開設できるよう支援する。

経緯

○日本語教室は外国人にとって地域社会との接点であ
り，一つのコミュニティやセーフティネットとしての
役割を担っている。

○日本語教室が開設されていない市区町村における取組
を促す制度に充実すべき

○新たに日本語教育に取り組む市区町村に対し日本語教
育に関するノウハウを伝えるアドバイザー等専門家を
派遣するなど新たな支援の枠組みを設けるべき

○自律的に日本語教育活動を継続できるような取組を促
す仕組みを検討すべき

●地域日本語教育
プログラムの開発

●施策立案への助言

●関係機関との調整

○地域に日本語教室が開設される

○外国人が孤立することが少なくなる

○地域住民の地域社会への参画が増える

○地域住民（日本人・外国人）が活躍
○地域が活性化する

対象となる経費：アドバイザーへの謝金・旅費 等

【文化審議会国語分科会日本語小委員会からの提言】

日本語教育を
行う人材の育成

指導者養成プログラムの
開発，実施に対する支援

日本語教室の
開設（試行）

日本語教室の
運営

自治体による取組

カリキュラム・教材の
開発に対する支援

教室運営の安定化に
向けた支援

専門家チームによる

3年サポート

地域日本語教育スタートアッププログラム

アドバイザー派遣のイメージ

（28年度予算額 19百万円）
29年度予算額 32百万円

６
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平成２９年度　「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
【地域日本語教育実践プログラム（Ａ)】　採択団体

1
東
京
都

港
区
公益社団法人
国際日本語普及協会

理事長 関口　明子 2,394

2
東
京
都

新
宿
区

公益財団法人
新宿未来創造財団

事務局長 小栁　俊彦 2,127

3
東
京
都

品
川
区

社会福祉法人
さぽうとにじゅういち

代表理事 吹浦　忠正 2,984

4
東
京
都

豊
島
区
学習院大学 学長 井上　寿一 2,999

5
東
京
都

福
生
市

特定非営利活動法人
青少年自立援助センター

理事長 工藤　定次 2,999

6
石
川
県

小
松
市
小松市国際交流協会 会長 前田　弥生 2,399

7
岐
阜
県

大
垣
市

公益財団法人
大垣国際交流協会

理事長 日比　利雄 2,648

8
静
岡
県

浜
松
市
静岡県ベトナム人協会 会長 山田　　明 1,978

9
大
阪
府

吹
田
市

公益財団法人
吹田市国際交流協会

理事長 小川　　勉 1,612

10
大
阪
府

大
阪
市

特定非営利活動法人
多文化共生センター大阪

代表理事 田村　太郎 2,999

11
兵
庫
県

神
戸
市
兵庫日本語ボランティアネットワーク 代表 村山　　勇 2,367

12
兵
庫
県

神
戸
市

特定非営利活動法人
神戸定住外国人支援センター

理事長 金　　宣吉 2,399

13

和
歌
山
県

岩
出
市
つながれジャパニーズ 代表 服部　圭子 2,399

14
徳
島
県

徳
島
市
徳島県 知事 飯泉　嘉門 2,400

15
福
岡
県

福
津
市
NPO多文化共生プロジェクト 代表 深江新太郎 2,355

16
佐
賀
県

白
石
町
佐賀県日本語学習支援“カスタネット” 代表 池上　順子 2,399

採択金額
(千円）

代表者氏名No.

都
道
府
県

市
町
村

実施機関名
代表者
職名
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平成２９年度　「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
【地域日本語教育実践プログラム（B)】　採択団体

1
福
島
県

福
島
市

公益財団法人
福島県国際交流協会

理事長 今野　順夫 3,200

2
栃
木
県

小
山
市

株式会社
きぼう国際外語学院

代表取締役 竹内　 靖 2,400

3
群
馬
県

前
橋
市

国立大学法人
群馬大学

学長 平塚　浩士 3,199

4
埼
玉
県

さ
い
た
ま
市

地球っ子クラブ2000 代表 高栁　なな枝 1,588

5
千
葉
県

千
葉
市

公益財団法人
千葉市国際交流協会

理事長 金綱　一男 3,192

6
東
京
都

新
宿
区

特定非営利活動法人
PEACE

理事長 マリップ・センブ 2,281

7
東
京
都

文
京
区

社会福祉法人
日本国際社会事業団

理事長 大槻　弥栄子 2,400

8

神
奈
川
県

横
浜
市

特定非営利活動法人
多文化共生教育ネットワークかながわ（ME-net）

理事長 高橋　 徹 3,000

9

神
奈
川
県

横
浜
市

特定非営利活動法人
ABCジャパン

理事長 安富祖　美智江 2,400

10

神
奈
川
県

川
崎
市

認定特定非営利活動法人
教育活動総合サポートセンター

理事長 藤田　 力 2,392

11
長
野
県

長
野
市

公益財団法人
長野県国際化協会

理事長 久世　良三 1,950

12
長
野
県

駒
ヶ
根
市

駒ヶ根市 市長 杉本　幸治 987

13
長
野
県

飯
田
市

飯田市 市長 牧野　光朗 1,487

14
岐
阜
県

可
児
市

特定非営利活動法人
可児市国際交流協会

理事長 渡邉　孝夫 3,200

15
静
岡
県

浜
松
市

一般社団法人
グローバル人財サポート浜松

代表理事 堀　永乃 2,400

16
静
岡
県

浜
松
市

特定非営利活動法人
フィリピノナガイサ

理事長 中村　グレイス 2,999

17
静
岡
県

磐
田
市

一般社団法人
磐田国際交流協会

会長 高塚　勝久 3,000

No. 代表者氏名 採択金額（千円）
代表者
職名

都
道
府
県

市
町
村

実施機関名
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平成２９年度　「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
【地域日本語教育実践プログラム（B)】　採択団体

No. 代表者氏名 採択金額（千円）
代表者
職名

都
道
府
県

市
町
村

実施機関名

18
愛
知
県

名
古
屋
市

特定非営利活動法人
多文化共生リソースセンター東海

代表理事 土井　佳彦 3,000

19
愛
知
県

犬
山
市

特定非営利活動法人
シェイクハンズ

代表理事 松本　里美 2,387

20
三
重
県

津
市

特定非営利活動法人
日本ボリビア人協会

理事長 山田　ロサリオ 2,400

21
滋
賀
県

草
津
市

草津市国際交流協会 会長 南　啓次郎 1,538

22
京
都
府

京
都
市

公益財団法人
京都府国際センター

理事長 尾池　和夫 2,400

23
大
阪
府

大
阪
市

大阪府教育委員会 教育長 向井　正博 2,400

24
大
阪
府

豊
中
市

公益財団法人
 とよなか国際交流協会

理事長 松本　康之 2,987

25
兵
庫
県

豊
岡
市

特定非営利活動法人
にほんご豊岡あいうえお

理事長 河本　美代子 1,578

26
岡
山
県

総
社
市

総社市 市長 片岡　聡一 1,800
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No.

都
道
府
県

実施機関名
代表者
職名

代表者氏名

1
広
島
県

江田島市 市長 明岳　周作

2
徳
島
県

美波町 町長 影治　信良

3
佐
賀
県

鳥栖市 市長 橋本　康志

4
熊
本
県

一般財団法人
熊本市国際交流振興事業団

理事長 吉丸　良治

5

鹿
児
島
県

長島町 町長 川添　健

6
岩
手
県

宮古市国際交流協会 会長 後藤　康文

7
長
野
県

豊丘村教育委員会 教育長 寺沢　宜勝

8
石
川
県

中能登町教育委員会 教育長 袋井　貞司

9
京
都
府

福知山市 市長 大橋　一夫

10
徳
島
県

つるぎ町教育委員会 教育長 横野　健史

11
佐
賀
県

嬉野市 市長 谷口　太一郎

12
佐
賀
県

基山町 町長 松田　一也

平成２９年度　「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
【地域日本語教育スタートアッププログラム】　採択団体
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１．研修の目的

背景・
課題

２．研修の対象者

文化庁では，地域において日本語教育を推進して
いく立場を担っている方を対象に，「地域日本語教
育コーディネーター」に必要な能力について理解を
深め，その向上を図ることを目的とした研修を東
京・大阪２か所で開催しています。

背景・
課題（i）地方公共団体，国際交流協会，地域の日本

語教室等で日本語教育プログラムの編成に
携わっている方

（ii）日本語教育プログラムの実施に必要な地域の
関係機関との調整に携わっている方
かつ，以下の条件を満たす方（東西各20名）

地域日本語教育に関する経験３年以上を有し，
地方公共団体（都道府県及び市区町村（教育委員
会を含む）），国際交流協会，又は社会福祉協議
会が推薦する方。

地域日本語教育コーディネーター研修①

７

地域日本語教育コーディネーター研修②

３．地域日本語教育コーディネーターに求められる役割

問題把握・課題設定 地域日本語教室の現状及び問題の把握と課題の設定

ファシリテーション 課題解決のプロセスの可視化による活動の推進

連携（ネットワーク） 組織内外の調整や地域・組織・人の力をつなぐことによる協働の推進

リソースの把握・活用 日本語教育のリソースの把握と課題に応じた適切な活用

方法の開発 「生活者としての外国人」に適した日本語教育の方法の開発

８

本日資料に「平成２９年度の募集案内」を同封しております。受講候補者を御推薦ください。
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平成25年度予定額 ３４百万円
（平成24年度予算額 ３２百万円）

難民対策連絡調整会議
（平成１４年８月７日発足）

事 務 局
（内閣官房）

外務省
センターの運営，
生活費の支給等

文化庁
日本語教育

厚生労働省
職業訓練

職業あっせん

・
海
上
保
安
庁

・
国
土
交
通
省

・
経
済
産
業
省

・
文
部
科
学
省

・
農
林
水
産
省

・
財
務
省

・
法
務
省

・
総
務
省

・
警
察
庁

受託団体〔平成22-29年度〕

（公財）アジア福祉教育財団

難民事業本部

条約難民・
第三国定住難民の

定住支援

条約難民

「難民の地位に関する条約」(昭和56年条約第21号)に定義された難民の要件(※)に該当し，「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政
令第319号)によって認定された者。
(※)人種，宗教，国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために，
国籍国の外にいる者であって，その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者。

第三国
定住難民

難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を，当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させることを
第三国定住による難民の受入れと言い，これにより受入れる者。自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久
的解決策の一つとして位置付けられている。
（他に，米国，オーストラリア，カナダ，スウェーデン，ノルウェー等が受入れを行っている。）

効果

○難民の受入れ・定住促進による国際社会の一員としての責任の
遂行（※日本は昭和56年に「難民の地位に関する条約」，昭和57年に
「難民の地位に関する議定書」に加入，第三国定住難民の受入れはア
ジア初。）

○多文化共生の地域社会の形成

政府の難民に対する定住支援体制

９

日本語教育プログラム（572時間）
日本への定住に必要とされる
最低限の基礎日本語能力の習得
○6か月コース（1日6コマ，昼間開講)

入

国
定住支援施設における
定住支援プログラム

定住支援施設退所後の支援

日本語教育相談員による指導・助言及び日本語学習教材の支援等

日本語教育の効果について半年ごとに調査を実施

難

民

申

請

日本語教育プログラム（572時間）
日本への定住に必要とされる

最低限の基礎日本語能力の習得
○6か月コース
（1日6コマ，昼間開講，前後期に分けて実施)

○1年コース（1日3コマ，夜間開講）

難
民
認
定
（
法
務
省

）
日本語教育相談員による指導・助言及び日本語学習教材の支援等

地
域
日
本
語
教
室
へ
の
参
加
等

自
立
・
定
住
へ

条約難民

第三国定住難民

出

国

前

研

修

（
外

務

省

）

申
請
難
民
選
考
（
法
務
省
）

定住支援施設における
定住支援プログラム

定住後の継続的な日本語学習を支援
する通信による学習教材及び学習管理
用ツールの開発

自立学習支援

日本語教育支援

難民の定住先の自治体と連携を図り
ながら継続的に日本語を学習できるよ
う，地域の実情に応じた持続可能な日
本語教育の支援体制を構築

条約難民及び第三国定住難民に対する日本語教育
（28年度予算額 43百万円）
29年度予定額 43百万円

１０
- 14-



第三国定住難民のための日本語教育事業で
作成した日本語学習通信教材

1１

英語

＜平成２７～２９年度予算＞
読み書き（ひらがな・カタカナ・漢字）を
学ぶための通信教材と支援ツール開発
（英語・ミャンマー語・カレン語版）

ＮＥＷＳで公開

日常生活を送る上で必要な日本語を学習する外国人が増え，学習目的も多様化している状況において，日本語教育機関
や日本語学習者の実態を把握するため，日本語教育に関する調査を複数の視点から実施し，我が国における日本語教育
関連施策等の立案推進のための基礎資料とする。

（平成２６年度予算額 ８百万円）
平成２７年度要求額 ８百万円

○日本語教育の総合的な推進に向けた調査研究 ４百万円（４百万円）

日本語教育を推進するための課題に対応した調査研究を国立国語研究所や大学等の協力を得て機動的に実施。

（想定される主な課題）
○外国人の日本語習得に関する実態の調査研究
○日本語教育施策の効果の検証及び検証に基づく改善策等に関する調査研究
○標準的なカリキュラム案等の活用状況及びその課題に関する調査研究

日本語教育に関する実態調査と日本語教育の総合的な推進に向けた調査研究の結果を活用し，
外国人に対する日本語教育施策を強力に推進

○日本語教育に関する実態調査 ３百万円（３百万円）

日本語教育実施機関・施設等，日本語教師数，日本語学習者数の実態について，最新の状況を調査する。

日本語教育に関する調査及び調査研究
（28年度予算額 8百万円）
29年度予定額 8百万円

1２
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広く日本語教育に関わる方々を対象に，
日本語教育に関する国の施策や様々な取組の現状に
ついての理解の増進を図り，日本語教育の充実と推
進に資することを目的として，昭和51年から開催し
ています。
＜平成2９年度開催予定地＞

○東京 ○大阪

日本語教育大会
の開催

都道府県・市区町村等
日本語教育担当者研修

都道府県・政令指定都市
日本語教育推進会議

自治体の日本語教育担当者を対象に，自治
体の日本語教育に関する取組についての情報
交換を行い，地域における日本語教育施策の
企画立案能力の向上を目的とした研修を平成
20年から開催しています。

日本語教育研究協議会等の開催

日本語教育の体制整備における課題解決のた
め，今後の方策や連携協力の在り方などについ
て検討することを目的として，地区別に３つに
分けて開催します。

１３

（平成２６年度予算額 ４百万円）

平成２７年度要求額 ４百万円

○政府においては，関係府省が，外国人政策の観点からそれぞれの目的に応じて日本語教育に関連する施策を推進。
○日本語教育に関する具体的な事業は，関係府省の様々な関係機関等が，その目的等に応じ，主として対象者別に実施。
○全体としての日本語教育施策･事業が必ずしも効果的･効率的に推進されていないという指摘がなされており，日本語教育を総合的に推進していく体制
を整備することが必要。

背
景

○日本語教育推進会議

・関係府省及び関係機関等が集まり，日本語教育に関する具体的な取組の現状･課題を把握するとともに，情報交換等を行う。
【平成24年1月23日(第1回)，平成24年3月12日(第2回)，平成24年9月21日(第3回)，平成25年9月25日(第4回)，平成26年9月24日(第5回)
平成27年9月16日（第6回），平成28年9月15日（第7回）】

○日本語教育コンテンツ共有化推進事業

・日本語教育に関する各種コンテンツ（教材，論文，報告書，団
体・人材情報等）を共有し，①信頼性のある情報を，②確実に，
かつ③効率的に探し出し，活用できる仕組みを構築。
NEWS : Nihongo Education contents Web sharing System

（平成25年4月1日運用開始 http://www.nihongo-ews.jp ）

・日本語教育に関するコンテンツを収集し，更なる充実を図る。

日本語教育を総合的に推進していく体制の基盤を構築するため，関係府省及び関係
機関等が情報交換等を行う日本語教育推進会議を開催。加えて，関係機関等が独自
に作成している教材等のコンテンツを共有するための，日本語教育コンテンツ共有
システムを着実に運用する。

日本語教育
推進会議

ＮＥＷＳ

省庁連携日本語教育基盤整備事業
（28年度予算額 4百万円）
29年度予定額 4百万円

１４
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１５

文化庁からのお知らせ
文化庁では，日本語教育に関する様々な取組を行っています。その成果や御案内等を文化庁WEBサイトで公開してい
ますので，是非御覧ください。

文化庁WEBサイト（日本語教育） http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/

●文化庁における日本語教育関連年間予定表

●文化審議会国語分科会日本語教育小委員会
・報告書等のダウンロードができます。また，会議は傍聴が可能です。

●「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
・過去の事業概要・募集案内などを御覧いただけます。

＜取組の報告＞
・各地の取組の報告を掲載しています。

＜地域日本語教育コーディネーター研修＞
・地域において日本語指導者に対する指導的な立場を果たしている方等を対象に，「地域日本語教育コーディ
ネーター」に必要な能力について理解を深め，その向上を図ることを目的とした研修を平成２２年度より毎年
開催しています。各地域の日本語教育実践者を御推薦ください。（締切：9月1日（金））

●日本語教育研究協議会

● 文化庁広報誌「ぶんかる」 http://prmagazine.bunka.go.jp/index.html
・「地域日本語教室からこんにちは！」を連載しています。
各地で日本語を学び，地域社会で活躍している「生活者としての外国人」の方の声をお届けしています。

● 講演・説明について
・文化庁の日本語教育に関連する施策や標準的なカリキュラム案等の使い方などについて講演や説明を希望され
る場合，下記まで御相談ください。

＜文化庁文化部国語課＞電話：０３－５２５３－４１１１（内線２６４４） 担当：増田，北村

--
１６
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文部科学省大臣官房国際課 
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帰
国
・
外
国
人
児
童
生
徒
等
教
育
の
推
進
支
援
事
業

Ⅰ
公
立
学
校
に
お
け
る
帰
国
・
外
国
人
児
童
生
徒
に
対
す
る
き
め
細
か
な
支
援

事
業

１
９
６
百
万
円
（
１
３
９
）

補
助
対
象
：
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

補
助
率
：
１
／
３

支
援
対
象
：
公
立
学
校
に
在
籍
す
る
帰
国
・
外
国
人
児
童
生
徒
等

日
本
語
と
教
科
の
統
合
指
導
の
充
実

○
(必
須
)
＊
日
本
語
能
力
測
定
方
法
等
の
活
用
に
よ
る
児
童
生
徒
の
日
本
語
能
力
の
把
握

○
(必
須
)
＊
「
特
別
の
教
育
課
程
」
に
よ
る
日
本
語
と
教
科
の
統
合
指
導
の
実
施

○
日
本
語
指
導
担
当
教
員
及
び
指
導
補
助
者
へ
の
研
修
の
実
施

○
日
本
語
指
導
の
た
め
の
教
材
の
作
成

※
但
し
、
都
道
府
県
が
高
等
学
校
だ
け
を
事
業
対
象
と
し
た
場
合
は
＊
を
必
須
項
目
と
し
な
い

０
０
０

就
学
機
会
の
確
保

○
就
学
相
談
窓
口
の
設
置

○
就
学
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
開
催

○
就
学
状
況
の
調
査

○
関
係
機
関
と
連
携
し
た
就
学
案
内
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
作
成
・
配
付
）

０
０
０

公
立
学
校
へ
の
円
滑
な
受
入
れ

○
初
期
適
応
指
導
教
室
(プ
レ
ク
ラ
ス
)の
実
施

○
日
本
語
指
導
が
で
き
る
支
援
員
の
派
遣

○
児
童
生
徒
の
母
語
が
分
か
る
支
援
員
の
派
遣

○
学
校
の
実
態
に
応
じ
た
そ
の
他
の
支
援

０
０
０

指
導
・
支
援
体
制
の
整
備

○
拠
点
校
の
設
置
、
巡
回
指
導
等
の
拠
点
的
機
能
の
実
施

○
学
校
種
間
連
携
に
よ
る
指
導
・
支
援
体
制
整
備

○
地
域
連
携
の
た
め
の
協
議
会
の
開
催

０
０
０

学
力
保
障
・進
路
指
導

○
高
校
進
学
促
進
、
高
校
に
お
け
る
日
本
語
指
導
・
教
科
指
導
の
充
実

○
進
路
相
談
の
充
実
（
相
談
員
の
派
遣
等
）
０
０
０

０
０
０

成
果
の
普
及

○
(必
須

)
成
果
報
告
書
の
公
表
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
等

Ⅱ
定
住
外
国
人
の
子
供
の
就
学
促
進
事
業

５
２
百
万
円
（
９
０
）

補
助
対
象
：
都
道
府
県
・
市
区
町
村
（
教
育
委
員
会
・
首
長
部
局
）
等

補
助
率
：
１
／
３

支
援
対
象
：
就
学
に
課
題
を
抱
え
る
外
国
人
の
子
供

○
目

的
：
就
学
に
課
題
を
抱
え
る
外
国
人
の
子
供
を
対
象
に
、
公
立
学
校
や
外
国
人
学
校

等
へ
の
就
学
に
必
要
な
支
援
を
学
校
外
に
お
い
て
実
施
す
る
自
治
体
を
補
助

０
０
０

○
取
組
例
：
・
学
校
と
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
通
じ
た
就
学
の
促
進

・
就
学
に
必
要
な
日
本
語
指
導
、
教
科
指
導
、
母
語
指
導
等

・
日
本
の
生
活
・
文
化
に
適
応
す
る
た
め
の
地
域
社
会
と
の
交
流

等

基
本
実
施
項
目
（地
域
の
実
情
に
応
じ
て
組
み
合
わ
せ
る
）

◎
保
幼
小
連
携
に
よ
る
就
学
予
定
の
幼
児
に
対
す
る
プ
レ
ス
ク
ー
ル
の
実
施

◎
企
業
等
と
連
携
し
た
外
国
人
児
童
生
徒
等
の
た
め
の
進
路
ガ
イ
ダ
ン
ス
、
キ
ャ
リ
ア
教

育
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
の
実
施

◎
支
援
員
人
材
確
保
等
の
た
め
の

N
PO
・
大
学
等
と
学
校
の
連
携
体
制
の
構
築

◎
少
数
在
籍
校
に
お
け
る
指
導
体
制
構
築
の
支
援

・
拠
点
校
・
巡
回
指
導
等
の
拠
点
的
機
能
の
設
置

・
少
数
在
籍
校
の
指
導
・
支
援
体
制
の
充
実
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
等
）

・
日
本
語
指
導
が
で
き
る
支
援
員
／
母
語
が
分
か
る
支
援
員
の
派
遣

公
立
学
校
に
お
け
る
帰
国
・外
国
人
児
童
生
徒
等
の
受
入
体
制
・
支
援
体
制
づ
く
り
の
推
進

学
校
外
に
お
け
る
不
就
学
等
の
外
国
人
の
子
供
の
就
学
支
援
体
制
の
整
備

平
成
２
９
年
度
予
算
額
：２
６
０
百
万
円
（
前
年
度
予
算
額
：
２
３
１
百
万
円
）

都
道
府
県
・
市
区
町
村
等

不
就
学
等
の
外
国
人
の
子
供

NP
O等
の
団
体

①
自
治
体
が
直
接
、

就
学
支
援
の
取

組
を
実
施

②
知
見
を
有
す
る

N
PO

等
に
委
託
し
、
就
学
支

援
の
取
組
を
実
施

（
事
業
実
施
ス
キ
ー
ム
）

公
立
学
校
、
外
国
人

学
校
等
へ
の
就
学

委
託

追
加
実
施
項
目

（
基
本
実
施
項
目
に
加
え
て
取
り
組
む
自
治
体
に
対
す
る
支
援
）

・
帰
国
・
外
国
人
児
童
生
徒
教
育
等
に
係
る
研
究
協
議
会
等
０
．
７
百
万
円
（
０
．
６
）

・
外
国
人
児
童
生
徒
等
教
育
を
担
う
教
員
の
養
成
・
研
修
モ
デ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
事
業

１
１
百
万
円
（
０
）
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文部科学省初等中等教育局国際教育課 
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外国人児童生徒等教育の現状と課題

平成２９年度 都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修

文部科学省初等中等教育局国際教育課

（出典）文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成28年度）」

（小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、義務教育学校、特別支援学校）
（人）

日本語指導が
必要な日本国籍
児童生徒は
10年間で2.5倍増

日本語指導が
必要な外国人
児童生徒は
10年間で1.5倍増

日本語指導が
必要な児童生
徒は10年間で

1.7倍増

公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数の推移
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ポルトガル語, 
8,226 人

中国語, 
7,215 人フィリピノ語, 

5,490 人

スペイン語, 
3,352 人

ベトナム語, 
1,442 人

英語, 908 人

韓国・朝鮮語, 
585 人

その他, 
3,941 人

帰国・外国人児童生徒に対する日本語指導の現状

② 日本語指導が必要な児童生徒は集住化・散在化の傾向がみられる

➀ 日本語指導が必要な児童生徒は多様化している

「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」の結果より

外国籍児童生徒の母語

※公立小・中学校、義務教育
学校、中等教育学校（前期

課程） 31,159人

日本国籍児童生徒の比較的
使用頻度の高い言語

公立小・中学校に日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学校数

（公立小・中学校 30,265校）

※100人以上は
全都道府県で７校

公立小・中・高等学校等に日本語指導が必要な
児童生徒が在籍する市町村数

在籍あり
933市区町村

53.6%

在籍なし
808市区町村

46.4%

3

フィリピノ語, 
2,891 人

中国語, 
1956人

日本語, 
1163人

英語, 988人

ポルトガル語, 
518人

スペイン語, 403人

韓国・朝鮮語, 175人

ベトナム語, 122人

その他, 
879人

※公立小・中学校、義務教育
学校、中等教育学校（前期

課程） 7,485人

「その他」の言語
インドネシア語、ウルドゥー語、
タイ語、ネパール語
ベンガル語、モンゴル語
ロシア語、アラビア語
ペルシャ語、マレー語 等

※H28調査結果より

※H28調査結果より

※H26調査結果より

基礎定数 （学級数等に応じて算定。算定基準を義務標準法に規定。）

＋473人 （少子化等に伴う定数減▲4,150人）

次世代の学校指導体制強化のための教職員定数の充実

• 義務標準法改正（平成29年4月施行）。平成29年度～38年度の10年間で、加配定数（平成28年度約6万4千人）
の約3割を基礎定数化。これにより、

– 地方自治体による、教職員の安定的・計画的な採用・研修・配置に寄与。

– 発達障害等の児童生徒への障害に応じた特別の指導（通級による指導）や、日本語能力に課題のある児童
生徒への指導、教員の「質」の向上に必要な研修体制を充実。

• 加配定数の増（395人）により、小学校における専科指導等に必要な教職員定数を充実。

障害に応じた特別の指導（通級による指導）の充実
＋602人

– 1対13（対象児童生徒）の割合で措置 （現状 1対16.5＊）
– 加えて、へき地や対象児童生徒の少ない障害種（弱視等）への対

応のため加配定数を措置（現在の１割）。
※基礎定数化に伴う「政策減」（特別支援学級から通級指導への移
行）として、 ▲150人

外国人児童生徒等教育の充実 ＋47人
– 1対18（対象児童生徒）の割合で措置 （現状 1対21.5＊）
– 加えて、散在地域の対応のため加配定数を措置（現在の１割）。

初任者研修体制の充実 ＋75人
– 1対6（対象教員）の割合で措置 （現状 1対7.1＊）

（＊いずれも平成28年度推計値）

指導方法工夫改善加配の一部基礎定数化▲101人(**)

– 約41,000人のうち約9,500人を基礎定数化。
（**児童生徒数の減少に伴う減）

義務標準法の改正により追加

加配定数 （政策目的や各学校が個々に抱える課

題等を踏まえて配分。） ＋395人

特別支援教育 －

児童生徒支援 いじめ・不登校等への対応 +25人
貧困等に起因する学力課題の解消

+50人
統合校・小規模校への支援

+75人

研修等定数 ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞの視点からの授業
改善 +10人
※既存の枠内で「先導的実践研究
加配」として50人確保

養護教諭、
栄養教諭等

+10人
+10人

事務職員 +50人 (共同学校事務室等、共同
事務実施体制の強化）

指導方法
工夫改善

小学校専科指導の充実 +165人

給与関係：土日の部活動の適正化に向けた取組を進めつつ、部活動手当（4時間程度）を3,000円→3,600円等（予算総額±0円）

基礎
定数化

10
年
間
で
段
階
的
に
実
施

《義務教育費国庫負担金》 平成29年度予算：1兆5,248億円（対前年度▲22億円） ※教職員定数の増減は、平成29年度単年の増減《義務教育費国庫負担金》 平成29年度予算：1兆5,248億円（対前年度▲22億円） ※教職員定数の増減は、平成29年度単年の増減
・教職員定数の改善 ＋19億円（＋ 868人） ・部活動手当の改善等 ＋3億円 ・教職員の若返り等による給与減 ▲ 88億円
・教職員定数の自然減等 ▲89億円（▲4,150人） ・部活動運営適正化による部活動手当の減 ▲3億円 ・人事院勧告の反映による給与改定 ＋136億円
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【概要】 「特別の教育課程」の編成・実施について

①指導内容：児童生徒が日本語で学校生活を営み、学習に取り組めるようになるための指導
②指導対象：小・中学校段階に在籍する日本語指導が必要な児童生徒
③指 導 者：日本語指導担当教員（教員免許を有する教員）及び指導補助者
④授業時数：年間10単位時間から280単位時間までを標準とする

⑤指導の形態及び場所：原則、児童生徒の在籍する学校における「取り出し」指導
⑥指導計画の作成及び学習評価の実施：計画及びその実績は、学校設置者に提出

１．制度の概要

２．制度導入により期待される効果

○児童生徒一人一人に応じた日本語指導計画の作成･評価の実施
→ 学校教育における日本語指導の質の向上

○教職員等研修会や関係者会議の実施
→ 地域や学校における関係者の意識及び指導力の向上

○学校教育における「日本語指導」の体制整備 → 組織的・継続的な支援の実現

３．支援体制

国の施策

【設置者】・学校への指導助言 ・人的配置、予算措置 ・研修の実施 等
【学 校】・学校教育への位置付け ・指導計画の作成、指導、評価 等
【支援者】・専門的な日本語指導 ・母語による支援
【支援者】・課外での指導・支援 等

【平成26年４月１日に学校教育法施行規則の一部を改正】
第56条の２、第56条の３、第79条、第108条第１項、第132条の３

5

○外国人児童生徒等に対する日本語指導の充実のための教員配置

従来、外国人児童生徒等教育を担当するための教員を加配定数により予算の範囲内で措置してきたが、

法律を改正し、特別の教育課程により日本語指導を行う児童生徒18人に対し1人の割合で教員定数を確実

に措置できるよう、平成29年度から10年間で段階的に基礎定数化を図ることとした。

また、基礎定数化後においても、散在地域に対応するため、現在の１割程度の加配定数を引き続き措置

することとしている。

○日本語指導者等に対する研修の実施

独立行政法人教職員支援機構において、外国人児童生徒教育に携わる教員や校長、副校長、教頭等の管理職及び

指導主事を対象として、日本語指導法等を主な内容とした実践的な研修を実施。

（年１回、４日間、標準定員１００名）

あいうえお

○帰国・外国人児童生徒等教育推進支援事業
（平成２９年度予算額：２６０百万円）

（１）公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業［平成２９年度実施自治体数６４］

帰国・外国人児童生徒の受入れから卒業後の進路までの一貫した指導・支援体制の構築を図るため、各自治体が

行う受入促進・日本語指導の充実・支援体制の整備に関する取組を支援する。

（２）定住外国人の子供の就学促進事業（新規）［平成２９年度実施自治体等数２４］

不就学になっている外国人の子供を対象に、公立学校や外国人学校への就学に必要な支援を学校外において実

施する自治体の取組を支援する。

文部科学省における帰国・外国人児童生徒等に対する支援施策について 1

○就学ガイドブックの作成・配布
公立義務教育諸学校への就学の機会を逸することのないよう、 日本の教育制度や就学の手続等

をまとめた就学ガイドブックを ポルトガル語、中国語等７言語で作成（平成26年度改訂）。

教育委員会・在外公館等に配布したほか、不就学となっている 外国人の子どもの就学をより一層

促進するため、法務省地方入国管理局において、「就学ガイドブック」概要版を配布。

文部科学省ホームページにも掲載している。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm

【概要版】
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○外国人児童生徒の総合的な学習支援事業（平成22～24年度）

情報検索サイト「かすたねっと」
～教育委員会等作成の多言語文書や教材の検索サイト～ H23.3 開設

サイト リンク →www.casta-net.jp/

１

２

３

４

『外国人児童生徒受入れの手引き』
～外国人児童生徒の体系的かつ総合的な受入れのガイドライン～

文部科学省HPリンク →http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm

H23.3 配付

『外国人児童生徒のためのJSL対話型 アセスメント～ＤＬＡ～』
～日本語能力の把握と、その後の指導方針を検討する際の参考となるもの～

H26.3 配付

文部科学省HPリンク →http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm

『外国人児童生徒教育研修マニュアル』
～教育委員会が研修会を計画する際の参考となるもの～

H26.3 配付

文部科学省HPリンク →http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/main7_a2.htm

研修プログラム検索サイト →http://crie.u-gakugei.ac.jp/jsl_search2/

文部科学省における帰国・外国人児童生徒等に対する支援施策について 2

有識者会議の意見を踏まえ、日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」の編成・実施につ

いて、学校教育法施行規則の一部を改正し、平成２６年１月１４日に公布、４月１日より施行。

○日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」の編成・実施

7

帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業

Ⅰ 公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援
事業 １９６百万円（１３９）

補助対象 ： 都道府県・指定都市・中核市
補助率：１／３
支援対象 ： 公立学校に在籍する帰国・外国人児童生徒等

日本語と教科の統合指導の充実

○(必須)＊日本語能力測定方法等の活用による児童生徒の日本語能力の把握
○(必須)＊「特別の教育課程」による日本語と教科の統合指導の実施

○日本語指導担当教員及び指導補助者への研修の実施
○日本語指導のための教材の作成
※但し、都道府県が高等学校だけを事業対象とした場合は＊を必須項目としない
０００

就学機会の確保
○就学相談窓口の設置 ○就学ガイダンスの開催 ○就学状況の調査
○関係機関と連携した就学案内（パンフレット等の作成・配付）
０００

公立学校への円滑な受入れ
○初期適応指導教室(プレクラス)の実施 ○日本語指導ができる支援員の派遣
○児童生徒の母語が分かる支援員の派遣 ○学校の実態に応じたその他の支援
０００

指導・支援体制の整備
○拠点校の設置、巡回指導等の拠点的機能の実施
○学校種間連携による指導・支援体制整備 ○地域連携のための協議会の開催
０００

学力保障・進路指導
○高校進学促進、高校における日本語指導・教科指導の充実
○進路相談の充実（相談員の派遣等）０００

０００

成果の普及

○(必須) 成果報告書の公表、シンポジウムの開催等

Ⅱ 定住外国人の子供の就学促進事業 ５２百万円（９０）
補助対象 ： 都道府県・市区町村（教育委員会・首長部局）等
補助率：１／３
支援対象 ： 就学に課題を抱える外国人の子供

○目 的：就学に課題を抱える外国人の子供を対象に、公立学校や外国人学校
等への就学に必要な支援を学校外において実施する自治体を補助

０００

○取組例： ・学校とのコーディネートを通じた就学の促進
・就学に必要な日本語指導、教科指導、母語指導等
・日本の生活・文化に適応するための地域社会との交流 等

基本実施項目（地域の実情に応じて組み合わせる）

◎ 保幼小連携による就学予定の幼児に対するプレスクールの実施
◎ 企業等と連携した外国人児童生徒等のための進路ガイダンス、キャリア教

育、インターンシップ等の実施
◎ 支援員人材確保等のためのNPO・大学等と学校の連携体制の構築

◎ 少数在籍校における指導体制構築の支援
・拠点校・巡回指導等の拠点的機能の設置
・少数在籍校の指導・支援体制の充実（コーディネーター配置等）
・日本語指導ができる支援員／母語が分かる支援員の派遣

公立学校における帰国・外国人児童生徒等の受入体制・支援体制づくりの推進
学校外における不就学等の外国人の子供の就学支援体制の整備

平成２９年度予算額：２６０百万円 （前年度予算額：２３１百万円）

都道府県・市区町村等

不就学等の外国人の子供

NPO等の団体
①自治体が直

接、就学支援
の取組を実施

②知見を有するNPO
等に委託し、就学支
援の取組を実施

（事業実施スキーム）

公立学校、外国人
学校等への就学

委託

追加実施項目 （基本実施項目に加えて取り組む自治体に対する支援）

・帰国・外国人児童生徒教育等に係る研究協議会等 ０．７百万円（０．６）
・外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

１１百万円（０）
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帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業
Ⅰ 公立学校における帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業

＜平成２９年度実施自治体 一覧 ６４地域＞

○１３道府県（３５道県市） ○１４指定都市 ○１５中核市

9

実施主体 間接補助による実施主体

北海道教育庁 -

（群馬県教育委員会） 太田市教育委員会

（神奈川県教育委員会） 厚木市教育委員会

岐阜県教育委員会 可児市教育委員会

静岡県教育委員会 -

（愛知県教育委員会） 小牧市教育委員会

桑名市、四日市市、鈴鹿市、

亀山市、津市、松阪市、伊賀市

各教育委員会

彦根市、長浜市、近江八幡市、

甲賀市、湖南市、東近江市、

各教育委員会

（京都府教育委員会） 宇治市教育委員会

箕面市、門真市、富田林市、

泉大津市、各教育委員会

芦屋市、宍粟市、朝来市、

各教育委員会

（島根県教育委員会） 出雲市教育委員会

佐賀市教育委員会

伊万里市教育委員会
佐賀県教育庁

三重県教育委員会

兵庫県教育委員会

滋賀県教育委員会

（大阪府教育委員会）

実施主体

横浜市教育委員会

川崎市教育委員会

相模原市教育委員会

新潟市教育委員会

静岡市教育委員会

浜松市教育委員会

名古屋市教育委員会

京都市教育委員会

大阪市教育委員会

堺市教育委員会

神戸市教育委員会

広島市教育委員会

北九州市教育委員会

福岡市教育委員会

実施主体

郡山市教育委員会

船橋市教育委員会

八王子市教育委員会

横須賀市教育委員会

長野市教育委員会

豊橋市教育委員会

岡崎市教育委員会

豊田市教育委員会

大津市教育委員会

豊中市教育委員会

姫路市教育委員会

奈良市教育委員会

松山市教育委員会

久留米市教育委員会

長崎市教育委員会

（２）教員養成系学部等の課程・現職教員研修を通じた

体系的なモデルプログラムの開発

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業
（「帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業」の一部） ）

○地域の教員養成系大学・教職大学院と教育委員会が連携した

現職教員研修プログラム
０００

○教員養成段階におけるモデルプログラム
０００００００００００００

○日本語指導支援員が学校における指導に必要な知識を習得

するための研修プログラム 等
０００

０００

○教員養成系大学・教育委員会等における既存の日本語教育

等関係科目・研修講座等の実態を把握
０００

○専門家による検討会を実施し、外国人児童生徒等を担う教

員・支援員に求められる資質・能力及び教育内容の検討
０００

○日本語教育学会等の専門家との連携
００００

（１）外国人児童生徒等教育を担う教員・支援員に

求められる資質・能力及び教育内容の検討

【実施方法】 大学等の研究機関に委託

背景
○ 日本語指導が必要な外国人児童生徒等が近年急増（H28現在で約4万4千人）、児童生徒の状況も多様化
○ 個々の児童生徒のニーズに応じたきめ細やかな指導を行うため、外国人児童生徒等への日本語指導・教科指導・

生活指導等を担当する教員の養成課程・現職研修の充実が必要
○ 日本語教育の専門性を生かして教員をサポートする日本語指導支援員が、学校における指導に関する

基礎的な知識を習得するための研修機会の充実が必要

モデルプログラムの実践、評価分析を通じ、成果の普及促進を図る

学校における外国人児童生徒等教育を担う教員等の専門的能力の育成のため、
教員養成学部等の課程・現職教員研修を通じた体系的なモデルプログラムを開発

平成２９年度予算額： １１百万円
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情報検索サイト「かすたねっと」 http://www.casta-net.jp/

11

DLAのねらい

主に、日本語による日常会話はできるが、教科学習に困難を感じて
いる児童生徒を対象としています。

子どもたちの言語能力を把握し、どのような学習支援が必要であるか
を検討する際の参考となる情報を得ます。

Dialogic Language Assessment For Japanese as a Second Language

DLAの特徴

一番早く伸びる会話力を用い
て、一対一の対話で教科学習に
必要な言語能力を「話す」「読む」
「書く」「聴く」の４つの面から把握
します。

外国人児童生徒の総合的な学習支援のために～外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント

12
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〇指導の場
日本語指導が必要な児童生徒が在籍学級で各教科の指導を受けながら、日本語の能力に応じた「日本語指導と

教科指導との統合学習」を取り出し指導の場において行う。

日本語指導と教科指導との統合（JSLカリキュラム）

各教科 道
徳
外
国
語
活
動

総
合
的
な

学
習
の
時
間

特
別
活
動

国
語
社
会
算
数
理
科
生
活
音
楽
図
画
工
作

家
庭
体
育

初
期
日
本
語
指
導

日本語指導（文法・語彙等）

日本語指導と教科指導との統合学習（JSLカリキュラム）

＜在籍学級で指導＞ ＜取り出し指導により指導＞

（連携）

〇日本語指導と教科指導との統合学習の効果

「特別の教育課程」による日本語指導を実施する場合は、年間１０～２８０単位時間を標準とする。

・問題解決的な活動を基本にすることにより、具体的な活動と言葉の意味を結びつけることができる。
・具体物や直接体験を生かすことができる。
・日本語能力に応じた発問の仕方により、子供の理解を促進する。
・子供のつまづきに応じて学習活動を組み込める。

トピック型
JSLカリキュラム

教科志向型
JSLカリキュラム

子供たちの興味関心に
沿ってトピックを設定

体験→探求→発信

各教科に日本語で参
加できる力を育む
各教科の学習課程を重視

■「気候」・・・子供の実態と結びつける支援を行う。。
○母国と日本の気候にはどんな違いがあるだろう。
○目標：母国や日本の季節について、写真や具体物、経験を基に表現できる。

気温や降水量のグラフを書き、母国と日本の気候の違いに気づく。
気候について調べたことを、友達に分かりやすく伝えることができる。

■面積の求め方（平行四辺形）・・・日本語の理解や表現を促す支援を行う。
○日本語の目標：平行四辺形の求積方法を表す表現に慣れる。
○活動の流れ ①課題を理解する。

②求積方法について、ヒントを参考にしながら考える。
③ワークをもとに、考えたことを整理しまとめる。
④自分が考えた方法以外について知る。

13

【参考】

日本国憲法 （昭和21年11月3日憲法）
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償と

する。

教育基本法 （平成18年12月22日法律第百二十号）
（義務教育）
国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 （２～４項省略）

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（Ａ規約）
（昭和54年８月４日条約第６号）（抄）
第十三条
一 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。
二 この規約の締約国は、一の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
（a）初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
（b）種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入
により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。

児童の権利に関する条約 （平成６年５月16日条約第２号) （抄）
第二十八条

一 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、
特に、

(a）初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
（b）種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教育を含む。）の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能
であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のよう
な適当な措置をとる。

外国人の子供の公立義務諸学校への受入れについて

外国人がその保護する子を公立の義務教育諸学校に就学させることを希望する場合には、無償で
受け入れており、教科書の無償給与や就学援助を含め、日本人と同一の教育を受ける機会を保障し
ている。

14
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学校に在籍する外国人児童生徒数

公立学校に在籍する外国人児童生徒数は、近年増加傾向にある

【 国公私立学校に在籍する外国人児童生徒数 】

【 公立学校に在籍している外国人児童生徒数 】

出典：文部科学省
平成28年度学校基本調査
（H28.5.1現在）

計 国立 公立 私立

小学校 49,622 58 49,093 471 

中学校 21,532 37 20,686 809 

義務教育学校 185 - 185 -

高等学校 13,893 26 8,968 4,899 

中等教育学校
前期 113 11 79 23 

後期 100 11 69 20 

特別支援学校

小学部 414 1 412 1 

中学部 223 1 222 -

高等部 415 8 405 2 

合計 86,497 153 80,119 6,225 

43,129 44,595 45,491 45,073 42,748 41,166 40,263 40,796 42,721 45,267 49,093

19,311 20,119 21,253 22,123 22,218 21,806 21,405 21,310 21,143 21,437
20,686

7,909 7,433 7,284 7,461 8,189 8,725 8,948 8,984 8,584 8,725
8,968

79 84 109 109 112 110 105 111 211
131 148508 520

906 651 947 705 824 588 630 722
1,039

18570,936 72,751 75,043 75,417 74,214 72,512 71,545 71,789 73,289 76,282
80,119

0
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小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 特別支援学校 義務教育学校
人

出典：文部科学省
平成28年度学校基本調査
（H28.5.1現在）
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1,365 1,980 
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日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成28年度）
結果の概要①

16

○ 日本語指導が必要な児童生徒については、
在留外国人数や外国籍の児童生徒数の増加傾向に伴い、
外国籍の者(※)で34,335人（17.6%増）であり、前回調査より5,137人増加し、
日本国籍の者は9,612人（21.7%増）であり、前回調査より1,715人増加した。
※ 公立学校に在籍する外国籍の児童生徒の総数は80,119人(9.3%増)であり、このうち日本語指導が必要な者の割合は42.8%となっている。

■日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数 ■日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数

H18 H19 H20 H22 H24 H26 H28 H18 H19 H20 H22 H24 H26 H28

（人） （人）
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日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成28年度）
結果の概要②

17

○ 日本語指導が必要な児童生徒のうち、特別な指導（教科の補習等）を受けて
いる割合は、外国籍の者で76.9％（6㌽減）、日本国籍の者で74.3％（4㌽
減）となっている。
このうち、小中学校において一人一人に応じた指導計画の作成・評価を行う

「特別の教育課程」(※)を編成・実施して日本語指導を受けている割合は、
それぞれ42.6 ％（18.7㌽増）、38.8 ％（18.8㌽増）となっている。
※ 平成２６年度から導入され、在籍学級以外の教室などで行われる特別の指導を指す。
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■外国籍

■日本国籍

（%） （%）

特別な指導を受けている児童生徒

日本語指導が必要な児童生徒

「特別の教育課程」による日本語指導
を受けている児童生徒
特別な指導を受けている児童生徒

■外国籍

■日本国籍
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文化審議会国語分科会日本語教育小委員会

における審議内容について 
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○プロフィール 

加藤 早苗（かとう さなえ） 

文化審議会国語分科会国語分科会 

日本語教育小委員会副主査   

インターカルト日本語学校代表 

 

 

 

プロフィール： 

 略歴：1988 年よりインターカルト日本語学校で留学生のための日本語教育 

に携わり始める。 

  その後，インドネシアでの日本語教師経験を経て，ビジネス日本語研修の 

  企画運営，日本語教師養成，地域での日本語教育，海外の日本語教師対象 

  の日本語教授法講座実施など活動の範囲を広げている。 

 

 地域の日本語教育活動歴：2008 年の東京下町への校舎移転を機に，日本語 

  学校が地域の一員として地域住民と外国人の架け橋となることを目標に活 

  動を始めた。 

  文化庁「「生活者としての外国人」のための日本語教育事業」を本年まで５ 

  年にわたって受託，「ボランティア日本語指導者のためのブラッシュアップ 

  講座」，「外国籍のお母さんのための日本語教室」と「学習教材作成」を中 

  心に行う活動を運営委員として後方支援している。  

  ほかに各地のボランティア講座で，主に文化庁「標準的なカリキュラム案」 

  をテーマとする講座を担当。 

  また，学校としては近隣都県及び市からの委託による「日本語指導ボラン 

  ティア養成講座や，外国人と接点のある様々な業種の日本人を対象とした 

  「やさしい日本語」の研修等も行っている。 

 

 著書：『WEEKLY J 日本語で話す 6 週間』（監修，凡人社，2012 年）， 

  『きらり☆日本語 語彙』シリーズ（共著，凡人社，2012 年〜）， 

  『日本留学試験速攻トレーニング 聴解編・読解編』（共著，アルク， 

  2011 年） ほか 

- 31-



平成２９年度都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修
平成２９年７月４日（火）

加藤 早苗
（文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 副主査）

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会

における審議内容について

報告者

○平成19年7月
・定住外国人の増加を受け，文化審議会国語分科会に
日本語教育小委員会を設置。

○平成21年１月
【報告書】 「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者
としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討」

⇒以下の４点についてまとめ

① 体制整備⇒国・都道府県・市町村の役割分担
② 各機関の連携協力の在り方
③ コーディネート機関・人材の必要性

④ 日本語教育の内容の大枠

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会①

1
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①体制整備 ⇒ 国・都道府県・市町村の役割分担

主体 役割分担の内容

国 日本語教育の目標及び標準的な内容・方法，
体制整備の在り方，評価の方法等について
の指針…

都道府県 域内の実情に応じた日本語教育の体制整備，
内容等の検討・調整…

市町村 日本語教育の内容等の具体化，地域におけ
る指導者の養成…

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会②

２

（平成２１年１月報告）

②各機関の連携協力の在り方
…国と都道府県，都道府県と市区町村の連携のほか
省庁間，都道府県間，市町村間の連携，
関係団体とのネットワークも重要

③コーディネート機関・人材の必要性
…都道府県及び市町村においては，日本語教育のコーディネート
機能を自治体等の本来業務として位置付け，それを担う人材を
できる限り常勤職員として配置することが重要。

④「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容の大枠
・ 日本語教育の目的・目標
・ 標準的な教育内容（生活上の行為）

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会③

３

（平成２１年１月報告）
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言語・文化の相互尊重を前提としながら，

「生活者としての外国人」が日本語で

意思疎通を図り生活できるようになること

○生活者としての外国人に対する日本語教育の目的

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会④

ハンドブック P.５

４

日本語を使って…

①健康かつ安全に生活を送ることができる

②自立した生活を送ることができる

③相互理解を図り，社会の一員として生活を送る
ことができる

④文化的な生活を送ることができる

ようにすること

○生活者としての外国人に対する日本語教育の目標

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会④

ハンドブック P.５

５
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カリキュラム案について

○ 健康・安全に暮らす （7単位）

・ 健康を保つ

・ 安全を守る

○ 住居を確保・維持する （2単位）

・ 住居を確保する

・ 住環境を整える

○ 消費活動を行う （4.5単位）

・ 物品購入・サービスを利用する

・ お金を管理する

○ 目的地に移動する （3.5単位）

・ 公共交通機関を利用する

・ 自力で移動する

○ 人とかかわる （2.5単位）

・ 他者との関係を円滑にする

○ 社会の一員となる （4.5単位）

・ 地域・社会のルール・マナーを守る

・ 地域社会に参加する

○ 自身を豊かにする （2単位）

・ 余暇を楽しむ

○ 情報を収集・発信する （4単位）

・ 通信する

・ マスメディアを利用する

１ カリキュラム案で扱う生活上の行為

ハンドブック P.９

６

8

７- 35-



【内容】
「生活者としての外国
人」に対する日本語教
育の内容として

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容・方法
５点セットの全体像について

ハンドブック P.7～8

指導力評価

◎実践の振り返り・
点検・改善から，実
践者のコミュニティ
の形成へ

【内容】

日本語教育プログラ
ムの実践をＰＤＣＡサ
イクルの観点から振り
返るための資料として

指 導 者 に つ い て

教室活動のデザインと参加

行動・体験中心の教室活動への参加に
よる日本語学習，相互理解

【内容】
カリキュラム案の内容を
地域や外国人の状況に合
わせて実施するときのポ
イントとして

ガイドブック

◎カリキュラム案の内
容を地域や外国人の状
況に合わせるときのポ
イントの解説

【内容】

カリキュラム案で取
り上げている生活上の
行為を取り上げ，行
動・体験中心の教室活
動で用いる教材を例示
しています（教室活動
の展開や工夫の仕方を
説明した指導ノート付
き）。

教材例集

◎行動・体験中心の教
材の例示

【内容】
学習者の自己評価に

加えて，日本語能力を
把握する方法と，学習
成果を記録し蓄積する
ファイルである日本語
学習ポートフォリオを
提示しています。

能力評価

◎振り返りの方法と
ポートフォリオの提示
～やったことを確認し
て記録する

教 室 活 動 の 内 容 に つ い て 学 習 者 に つ い て

カリキュラム案

◎教室活動で取り上
げる内容を考える材
料の提示

参加

８

○平成24年5月28日に日本語教育小委員会に「課題整理に関するワーキンググループ」を設置。
（※日本語教育小委員会は文化審議会国語分科会に平成19年7月に設置。）
日本語教育を推進する意義等について再確認するための検討を行い，改めて「基本的な考え方」を整理。
その上で，今後，具体的な施策の方向性や日本語教育の推進方策を議論していく際の「検討材料」として「１１の論点」を整理。

論点２
日本語教育の
効果的・効率的
な推進体制
について

論点１
日本語教育に
関する政策の
ビジョン
について

論点３
日本語教育の
標準や日本語
能力の判定基準
について 論点４

カリキュラム
案等の活用
について

論点５
日本語教育の
資格について

論点６
日本語教員の
養成・研修
について

論点７
日本語教育の
ボランティア
について

論点８
日本語教育に
関する調査研
究の体制に
ついて

論点９
総合的な視点
からの検討
について

論点１０
外国人の児童
生徒等に対する
日本語教育
について

論点１１
国外における
日本語教育
について

「１１の論点」

「基本的な考え方」
１．

日本語教育を推進する意義

２．

日本語教育に関する国
と自治体との役割分担

３．

多様な日本語学習者の
学習目的・ニーズへの対応

○日本語教育小委員会において，論点を
「検討材料」として調査，ヒアリング等
を実施

○日本語教育小委員会以外にも，様々な
機会を生かして，関係機関・団体，都道
府県・市区町村等から１１の論点に関し
てデータ，意見を収集し，整理。

○平成26年1月31日に「日本語教育の推
進に当たっての主な論点に関する意見の
整理について（報告）」を取りまとめ。

○平成28年2月29日に「地域における日
本語教育の推進に向けて（報告）」を取り
まとめ

これまでの検討状況

日本語教育の
推進体制について

日本語教育の内容
及び方法について

日本語教育に携わる
人材について

日本語教育に関する
調査研究について

その他

報告書の構成

平成28，29年度の審議予定

○論点５「日本語教育の資格について」，
論点６「日本語教員の養成・研修につい
て」を審議中。

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における審議について

９
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[報告]

１．はじめに～日本語教育小委員会における審議に

ついて～

２．地域における日本語教育の実施体制について

３．日本語教育に関する調査の共通利用項目について

４．終わりに

５．データ等

[事例集]

地域における日本語教育の推進に向けて（報告）概要
－ 地域における日本語教育の実施体制及び日本語教育に関する調査の共通利用項目について －

１．はじめに
～日本語教育小委員会における審議の経緯について～

●日本語教育を推進する上での課題を１１に整理。→論点７，論点８について議論。

「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について（報告）」（平成２５年２月）

地域の日本語教育の実施体制についての考え方や

体制の構築事例について検討。

参考となる取組事例を，「つながる」「つくる」「広げる」

の三つのキーワードと6のポイントで提示。

●日本語教育を必要とする外国人数や日本語学習環境など

の基礎的なデータを把握する方策を検討。

●日本語教育に関する調査の共通利用項目を提示。

地域における日本語教育の推進に向けて（報告）概要
－ 地域における日本語教育の実施体制及び日本語教育に関する調査の共通利用項目について －

論点７「日本語教育のボランティアについて」

論点８「日本語教育の調査研究の体制について」

つな
がる

つくる
広げ
る
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２．地域における日本語教育の実施体制について

【２．３ 地域における日本語教育の実施体制の考え方について】

●外国人のニーズ把握や住民の理解を得ることが重要

●事業の予算化，指導者やコーディネーターの配置に努める

●人材不足の原因等を整理→指導者育成等人材確保を行うことが必要

●一方，日本語教室は外国人の地域社会との接点となり，コミュニティやセーフティ
ネットの役割を担っている

●地域の実情を勘案しながら大学や日本語教育機関，事業者，近隣地方公共団体が連
携・協働して日本語教育を実施することが必要。

●市区町村と協力して域内の日本語教育のニーズの把握に努め，日本語教育未実施の
市区町村へ専門家派遣

●人材養成，財政支援等を行うことが望まれる。

市区町村

都道府県

１２

２．地域における日本語教育の実施体制について

【２．３ 地域における日本語教育の実施体制の考え方について】

●日本語教育施策の重要性等について，国民一般の理解を得ることが必要。人材育成
の研修は開催地，開催内容等を見直す必要。

●新たに日本語教育に取り組む市町村に対しアドバイザー派遣などの支援の枠組みを
設けるべき。実施団体に対し，自律的に日本語教育活動を継続することを促す仕組み
を検討すべき。

【２．４ 日本語教育の実施体制のポイント】

●４４の事例の実施体制について，

「つながる」，「つくる」，「広げる」

の三つのキーワードと６のポイントで紹介。

文化庁

４４
事例

つながる
つくる
広げる

６つの
ポイント
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３．日本語教育に関する調査の共通利用項目について

【３．１ 共通利用項目の作成の観点，活用方法について】

●日本語能力や学習経験などに関する調査

対象者を捕捉する手法の問題や予算の確保→実施困難。都道府県や市町村の調査は
，それぞれ調査項目などが異なるため，比較や傾向の把握が困難。

●地域間の比較や全国的な傾向の把握が行えるよう，「日本語教育に関する調査の共
通利用項目」を作成。

●文化庁は，定期的に各都道府県，政令指定都市等における調査研究の実施状況等に
ついて情報収集し，日本語教育コンテンツ共有システムに掲載・発信するとともに，
調査結果の分析を行い，日本語教育施策の企画立案に活用する。

【３．２ 共通利用項目について】

（外国人の属性等に関する項目）

基本的な属性に関する情報や日本の在留年数・滞在予定年数等

（日本語学習に関する項目）

日本語学習経験・希望の有無，日本語学習の方法等

（日本語能力に関する項目）

日本語がどのくらいできるか〔聞く〕〔話す〕〔読む〕〔書く〕

生活場面でどの程度日本語ができるか
１４

４．終わりに

●人口減少社会で外国人材の活用が進む中，

日本語教育は，外国人の生活や社会参加を支えるだけでなく，経済面，国際
交流，文化交流の面においても我が国の行く末を担う大きな役割を担う。

●地域における日本語教育の実施に当たっては，国と都道府県，市区町村が
役割分担しながら連携協力することが重要。

●「日本語指導者」や「ボランティア」の役割は多様で，求められる資質や
能力も様々。今後，それぞれの取組に携わる人材に求められる資質・能力に
ついて整理し，対策を検討することが必要
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１．日本語教育人材に求められる資質・能力について
○文化庁が平成12 年に示した日本語教員養成における教育内容は，既に16 年を経過している。その間
日本語教育人材の活動分野や役割は一層多様化しており，日本語教育の実施機関・団体によっても異
なっている。
○日本語教育人材に求められる資質・能力も多様化しているが，それらの全ては示されていない。

２．日本語教育人材の養成・研修の内容について
○大学や日本語教員養成機関において，日本語教員は，平成12 年教育内容に基づいて養成がなされて
いるが，具体的な教育内容は大学等の自主性に任されている。また，そのほかの日本語指導者や日本
語指導補助者，日本語教育コーディネーターなどは各機関・団体において独自の内容で養成・研修が行
われており，養成した人材のスキルは機関・団体により異なる。

○日本語指導者等養成・研修のノウハウを有していないことにより，人材養成，スキルアップが十分行えな
い機関・団体もある。

３．日本語教育人材の資格について
○現在，日本語教育人材に関する資格はないが，国内外での日本語教員採用要件や法務省告示日本語
教育機関における教員の要件となっている「日本語教育能力検定試験」（公益財団法人日本国際教育支
援協会）などがある。日本語教育人材が多様化する中において，日本語教育の質の維持・向上を図る上
で，現在の試験等の在り方。

【検討の方向性】
日本語教育人材に求められる資質・能力について，活動分野や役割ごとに整理するとともに，求められ
る資質等に応じた教育内容を示し，養成研修におけるモデルカリキュラム等を提示する。また，日本語
教育人材の資格の在り方についても検討を行い，平成２９年度末を目途に取りまとめを行う予定。

今期の日本語教育小委員会において想定される議論の論点

１６

公益財団法人日本国際教育支援協会

国内 海外

役割

生活者としての外国人

初等中等高等教育
及び成人に対する
日本語教育、

日系人等に対する
継承語教育

生活者
としての
外国人

留学生

就学前の
子供と

その保護
者

外国人
児童・生徒等

就労準備
・研修生

技能
実習生

難民等
高度人
材・・・

日本語指導者
（日本語教員を目指

す者）

現職日本語指導
者（現職日本語教

員）

日本語指導
補助者

（日本語学習支援）

日本語教育
コーディネーター
（主任教員）

活動分野ごとの日本語教育人材に求められる資質・能力の整理図（イメージ）

活動
分野

ＡＪＡＬＴ

学習院大学 ・ インターカルト日本語学校

国際日本語普及協会（ＡＪＡＬＴ）

国際交流基
金

国際研修
協力機構
（JITCO）

日本国際
協力セン
ター
（JICE)

一般財団法人自治体国際化協会（CLAIR）・
公益財団法人全国市町村研修財団 全国市町村国際文化研修所（ＪＩＡＭ）

日本語
教育振
興協会

国際協力機構
（JICA)

とよた日本
語学習支
援システ
ム

浜松国際
交流協会

東京学芸大学

教員研修
センター
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○プロフィール 

神吉 宇一（かみよし ういち） 

文化審議会国語分科会国語分科会 

日本語教育小委員会委員 

地域日本語教育スタートアッププログラム 

アドバイザー 

武蔵野大学大学院言語文化研究科 准教授  

公益社団法人日本語教育学会 副会長 

 

プロフィール： 

 

東京生まれ，小倉育ちのラテン系西日本人。 

大阪大学大学院博士後期課程単位取得満期退学。 

小学校教諭をはじめとして，正規・非正規雇用で 30 以上の職を経験し，2007 年

８月より AOTS（現 HIDA）日本語教育センターにて政策案件や企業人に対する日本

語教育に携わる。2013 年 9 月に HIDA を退職し大学教員に。 

2016 年 4 月より現職。専門は，日本語教育，学習心理学，言語政策等。公益社団

法人日本語教育学会副会長，文化審議会国語分科会日本語教育小委員会委員，文化庁

委嘱地域日本語教育施策推進アドバイザー，株式会社ラーンズ事業開発アドバイザー。 

 

著書： 

『日本語教育 学のデザイン』（編著，2015 年，凡人社） 

『未来を創ることばの教育をめざして−内容重視の批判的言語教育（Critical 

Content-Based Instruction）の理論と実践』（編著，2015 年，ココ出版）。 

 

 

 

- 43-



- 44-



- 45-



- 46-



- 47-



- 48-



- 49-



- 50-



- 51-



- 52-



 

- 53-



 

 

 

事 例 報 告 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 54-



実践事例１ 岐阜県大垣市（公益財団法人大垣国際交流協会） 

 

 

 

 

 

公益財団法人大垣国際交流協会 主任 

吉安 三恵（よしやす みえ） 

 

  

平成２０年４月より大垣国際交流協会に勤務。海外の友情都市との交流を主とし

た国際交流事業、外国人市民への日本語学習支援、外国人の相談窓口を始めとする

多文化共生推進事業を担当。平成２８年度に「生活者としての外国人」のための日

本語教育事業を受託し、従来からの日本語学習支援事業の拡充や地域の関係団体と

連携してより充実した日本語教育体制の整備に取り組む。 
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公益財団法人 大垣国際交流協会

初期日本語学習者を対象とする
日本語教育の体制整備

～日本語教育の専門人材・機関と連携して～

各年度末現在

大垣市の外国人口の推移

1,050

3,992

7,370

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

H2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ブラジル 中国 フィリピン 韓国・朝鮮 ペルー ベトナム その他

4,516
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大垣市住民基本台帳から作成

外国人市民の在留資格別割合平成29年6月1日現在

永住者 定住者
日本人
配偶者

特別
永住者

技能
実習

家族
滞在

留学 その他

ブラジル 61.3 31.4 7.0 0.1 0.2

中国 46.0 7.1 5.6 0.1 23.7 6.1 5.2 6.2

フィリピン 54.0 19.1 20.4 1.8 2.9 1.8

韓国・朝鮮 8.7 0.6 84.1 1.6 0.9 4.1

永住者 48.3%

定住者 18%

日本人の配偶者 7.1%

特別永住者 6.0％

技能実習 10.3％

家族滞在 2.3％
留学 3％ その他 5.0％

平成23年～平成28年：多文化共生計画
平成29年～平成33年：多文化共生指針

互いに理解を深め、
多様性を活かした多文化共生の地域社会

基本目標 施策

多言語による相談体制及び多様な
情報提供による外国人市民の支援

①外国人市民の日本語能力向上

②外国人市民に対する相談体制
と 情報提供の充実

③外国人市民と日本人市民の
相互理解の向上

④外国人市民の防災力向上

国際理解教育の推進と交流機会の
提供

外国人市民の防災対策の推進

・外国人市民の日本語学習の支援

・外国人児童の学習支援

大垣市多文化共生推進指針
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平成10年
マンツーマン方式
日本語学習支援

日本語指導
ボランティア講座

平成23年 日本語教室 入門

【目 的】地域で日本人と日常生活での会話ができるよう、

コミュニケーション能力を身につけること

【支援者】市民ボランティア

【方 法】1対１の固定ペア

学習内容や使用教材は、各ペアで相談

【目 標】基礎レベルの日本語を身につける

【指導者】日本語学校の講師 1名

【受講者】最大20名

【期 間】全10回（年間２～3期実施）

人材養成

継続中 継続中

にほんごおしゃべりルーム平成21年

【目 的】日本語を話す機会を増やす

【支援者】市民ボランティア

【方 法】自由参加の交流スペース

今までの日本語教育の経緯

全く日本語ができないので日本語の基礎を学びたい

⇒ 基礎レベルの教室は最重要

日常生活で使う日本語を学習したい

⇒ 何を教えたいのではなく、何が必要か

（外国人市民が主体の日本語支援）

日本語学習者へ学習希望内容アンケート実施

⇒生活場面に関連する内容の学習機会の提供の必要性を実感

カリキュラム案を活用した教室のカリキュラムづくり

生活場面の学習のための教材がない

⇒ 地域での生活に必要な日本語を学習できる教材を作る

今までの取組を通して見えてきた課題

・病院
・町内や学校のお知らせ

・買い物/チラシ
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外国人市民にとって日本人と繋がる場がほとんどない

⇒ 日本語教室の指導者以外に

アシスタント（ボランティア）が入り、

学習者の会話練習の相手役など、講師が少ない点をカバー

子どもがいるので、日本語学習に行けない

⇒ 安心して学習できるよう、託児室を日本語教室に併設

国際交流協会に日本語教育の人材がいない

日本語教育に関する取組間に連携がない

⇒ 専門機関・人材の力を借りる

今までの取組を通して見えてきた課題

日本語教室

日本語指導
ボランティア講座

基礎
コース

会話
コース

日本語学習教材
の作成

ボランティア
人材養成・研修

大学
日本語学校実施

教室見学プログラム
⇒アシスタント

人材養成

講師派遣

託児室開設

平成28年度 日本語教育体制

マンツーマン方式
日本語学習支援

運営委員会
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「地域の大学で日本語を教える人材」と「地域の日本語学校」

と連携して、日本語教育を実施 ＝3者の連携

１つの取組のみに関わるのではなく、2つ以上の取組に関わり、

取組間の連携づくり

専門機関との連携まで

国際交流協会に日本語教育の
人材がいない

日本語教育に関する取組間に
連携がない

地域の大学の日本語教育の専門家に相談

「日本語教育専門機関や人材」×「国際交流協会」

＝大垣地域住む外国人に必要な日本語教育の実施

・それぞれの強みを活かした日本語教育のあり方を検討

・ボランティアによる支援、専門家による支援、互いのよさを活かす

・『生活者としての外国人』の視点を全員が共有

日本語教室

日本語指導ボランティア講座

日本語学習教材の作成

専門機関との連携まで

大学講師
事業コーディネーター

●日本語学校へ委託

●役割
協会：教室の方向性を示す
学校：教室の実施

カリキュラム作成
指導者の手配、指導者間の調整
学習者の学習状況への対応

●大学の日本語講師(3名)が執筆

●役割
協会：教材の方向性を示す
協会＋人材：カリキュラム作成

関係機関へ取材
人材：専門知識の必要な原稿の執筆

日本語学校
●日本語学校から講師派遣

●役割
協会：講座の方向性を示す

講座の内容を示す
講師：講座の実施

- 60-



日本語教室 基礎コース
(2時間×15回×2期)

【対象】ゼロ初級レベル

【目標】日常生活の簡単な表現を理解でき、話す事ができる

近所の人との関係が作れるように簡単な会話ができる

【活動】●ひらがな指導（15分）日本語指導ボランティアが担当

●日本語指導（105分） 日本語指導者が指導

語彙の確認⇒構文の確認⇒会話練習 繰り返す

●2～4名の日本語指導ボランティアがアシスタントとして参加

役割：会話練習のお手伝い、会話の見本

【内容】①自分のことを伝える（3回）

②家族について伝える（3回） ※各テーマ終了後、

③母国について伝える（3回） 復習回を入れる(4回)

④（友人）関係を作る（2回）

※実施は、地域の日本語学校へ委託

１．日本語教室の取組

日本語教室

(2時間×5回×2期)

【対象】初級レベル習得者（基礎コース終了レベル）

【目標】生活で必要な情報を得るために人に尋ねることができる

伝えることができる

【活動】●日本語指導（120分） 日本語指導者が指導

語彙の確認⇒構文の確認⇒会話練習 繰り返す

●2～4名の日本語指導ボランティアがアシスタントとして参加

役割：会話練習のお手伝い、会話の見本

【内容】①病院の会話（3回)

②110番、119番への通報（2回）

警察署職員、消防署職員による情報提供と通報の練習

会話コース ※実施は、地域の日本語学校へ委託

１．日本語教室の取組
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日本語教室
コーディネーター

●日本語教育の専門家＋市民、両方の関わりにより、行き届いた支援ができる

●アシスタントの参加により「１対多」の教室形式で学習者の発話が減って

しまう点を補い、多くの日本人に接し日本語を話す苦手意識を軽減させる

●日本語指導ボランティアが専門家の指導方法に触れる

日本語教室

日本語指導者

・グループワークの主導
・会話練習の相手役
・指導者と共に会話モデルを示す

・教室プログラムの企画
・教材作成
・カリキュラムを作成
・指導者の調整と

指導者間の指導
・習得がゆっくりな学習者

への対応方法検討

・教室活動の実施
・アシスタントへの指示
・コーディネーターへの報告

グループ学習者
(5-6人)

指導者アシスタント
(1人)

１．日本語教室の取組

基礎コース

・マンツーマン方式で個々の学習者に必要に日本語を学ぶことができる

・ボランティアを初めとする日本人との関わりがあることで、

日本語支援の場が、外国人市民と地域をつなげる居場所となる

会話コース

マンツーマン方式日本語学習支援

日本語教室

日本語教室で基礎を学んだ後、ボランティアによるマンツーマン方式

へ移行することで、効果的な学習支援ができる

日本語教室の位置づけと他の取組との関係
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日本語指導ボランティア講座

２．人材の養成の取組

～平成27年度 平成28年度

目的

・マンツーマン方式の日本語学習

支援のボランティアを養成、研修

・外国人市民への日本語学習支援の

必要性の理解促進

・マンツーマン方式の日本語学習

支援のボランティアを育成、研修

・アシスタント人材の養成

内容

・基礎文法の教え方

・１対１での学習支援の方法

・大垣市の多文化共生について

（外国人の現状)

・日本語教室の見学

（アシスタント人材の養成）

・日本語を教える方法など

講師

・日本語教育の専門家

（大学教授、日本語学校講師）

・日本語教育の専門家

（日本語学校＝教室委託先、講師)

・市職員

【目的】・日常生活で必要な語彙、表現を学び地域の人とコミュニケー

ションを取り、つながりを広げられよう日本語を学ぶ

・地域の生活に必要な行政情報等も得られる

・外国人が安心して且つ自律的な生活を送り、地域社会へ積極

的に参加できるようにする

【内容】・基礎的な生活基盤を形成するもの

・安全にかかわり緊急性があるため情報として知っておく必要

があるもの

【特長】①各課の構成：「会話」＋「語彙」＋「生活・行政情報」

会話に工夫(生活情報を伝えられるもの）

②目的達成のための会話

③日本語教室を離れても自分で学習できるような工夫

④文字が読めない人への配慮

（英語、ポルトガル語、中国語の併記、ルビ、ローマ字付き）

日本語学習教材の作成

３．日本語教材作成の取組
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①運営委員会
・大学

・日本語学校

・公立学校の日本語教室担当講師

・県多文化共生推進員（日本語指導ボランティア）

・多文化共生サポーター事業(市事業) コーディネーター

・在住外国人による団体

・大垣市職員
・各団体・機関とのネットワーク形成
・各団体・機関での課題共有
・人材や情報の活用

②行政機関との連携
・教材の作成のための市役所、警察署、消防署等への取材

・日本語教室へ講師派遣
・外国人市民への理解の促進

他の団体・機関との連携体制

日本語教室

日本語指導
ボランティア講座

基礎
コース

会話
コース

マンツーマン方式
日本語学習支援

日本語学習教材
の作成(改善)

ボランティア
人材養成

大学
日本語学校

実施

教室見学プログラム
⇒アシスタント
人材養成

教材を使用した
教え方を学ぶ

教材を使用

講師派遣

託児室開設

使用しての
feedback

使用してのfeedback

生活情報習得
クラス

平成29年度 日本語教育体制

運営委員会
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●日本語教室の活動・運営について
・学習者間の交流を促進し、参加したい教室、

居場所となるような教室活動や運営を検討

・学習者が学習のモチベーションを保ち、自分自身の学習の足跡が

見えるような工夫

●関係機関との連携

・平成28年度の取組を通してできた専門機関との関係強化

●学習希望者数の増に追いつかない支援体制
・現在の取組以外の方法や外国人人材の活用などを検討

課題解決に向けこれからの体制づくり
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実践事例２ 広島県江田島市 

 

 

 

 

 

江田島市市民生活部人権推進課長 

藏下 恵（くらした めぐみ） 

 

 

 平成 28 年４月から人権推進課長として勤務。就任と同時に「多文化共生相談員」

の雇用が始まり，相談員にどのように接し，相談員をどのように活用すればよいの

か，多少の戸惑いもあったが，相談員やその友人の話から，徐々に外国人市民の課

題や困りごとが把握でき，その解決に対応することが，私の主な職務となっている。

外国人に対して積極的に接することは，私自身がすべての市民に対して，積極的に

接することが必要であることを考え直させてくれる機会にもなった。こうした経験

から本課が，誰にも相談しやすい窓口であり，親切な対応ができるように目指して

いる。 

 

 

                 平成 28～29 年度 

地域日本語教育スタートアッププログラム 

アドバイザー 

公益財団法人ひろしま国際センター研修部 

日本語常勤講師 

犬飼 康弘（いぬかい やすひろ） 

 

1997 年より(公財)ひろしま国際センターにて日本語教育に従事。留学生、技術研

修員など、対象者は様々。大学在学中から、地域日本語教室に参加するなど、地域

との関わりを持ち、現在は広島県内を中心に、日本語ボランティア講座等も担当。

よりよい地域づくりを模索中。著書に「アカデミックスキルを身につける 聴解・

発表ワークブック」(スリーエーネットワーク)がある他、地域日本語教室で活用で

きそうな教材作成を試みている。 
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日本語教育の新規立ち上げに向けた連携と
アドバイザーの活用

－地域日本語教育スタートアッププログラムを実施して－

江田島市 市民生活部 人権推進課
蔵下恵

(公財)ひろしま国際センター
犬飼康弘

背景

江田島市の外国人市民数の推移

中国 韓国 フィリピン ベトナム ブラジル 米国 その他 計 人口比

184 15 191 188 9 9 163 759 3.19%

【出身地別 外国人市民数(2016年末)】
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背景

2013年3月14日、江田島市のカキ養殖加工会社で、
中国人の技能実習生により同工場の日本人経営者
を含めた社員8人が殺傷される事件発生

2015年3月13日、広島地裁の裁判員裁判により無期
懲役判決

動機については、「さみしさや言葉の壁から精神
的に追い詰められていた」として計画性を否定

検察と被告人双方とも控訴しなかったため、無期
懲役判決が確定

背景

江田島市では事件後に市役所の庁内会議として「江
田島市外国人市民支援会議」を設置

－2013年9月に実習生を招いたフットサル大会を、
2014年3月9日には住民と実習生の交流イベント
を開催

民間ボランティア団体が設立
（2014年に事件とは無関係に設立。別の課題から）

市民、企業、関係団体を巻き込んだ「江田島市外国
人市民交流推進協議会」設置
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背景

「外国人市民交流事業」を実施
（スポーツ・食文化教室等）

2015年度「第2次 江田島市総合計画」内にて、
「外国人市民との交流や相互理解による多文化共
生社会の実現」が記載

2016年度より、多文化共生相談員(フィリピン・
中国)を雇用

多文化共生・地域日本語教育への取り組み

2013年8月
「やさしい日本語」研修を実施

牡蠣業者を中心に水産加工業に従事している方、協
働組合の方が主な対象

「やさしい日本語」よりも、注意喚起するための中
国語を教えてほしいとの要望もあり
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多文化共生・地域日本語教育への取り組み

2015年12月
市民講座として「やさしい日本語」研修実施
「やさしい日本語」研修の実施と、その受講者によ
る、いわゆる「地域日本語教室」の開講を提案

ファシリテーターを(公財)ひろしま国際センター講
師が努め、学習者のニーズを引き出し、一緒に行事
や学習活動をすることを目指した

2016年1～3月に、月1回程度、2会場で実施

多文化共生・地域日本語教育への取り組み

2016年6月
日本語ボランティア基礎講座実施
江田島市役所 大柿支所(当時)にて、3回シリーズ

2016年9月
文化庁 地域日本語教育スタートアッププログラ
ム開始
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江田島市の変化

事件に関連した継続的なメディア報道等

行政・市民の関心の高まり/意識の変化
当事者意識
技能実習生：「3年経てば帰る人」→「市民の一人」

他市町・機関等との連携
研修の依頼や事例視察等
「日本語教室」とは…？

江田島市の変化

キーパーソンの出現
国際交流グループ
多文化共生相談員

交流(対話)の場の創造
国際交流イベント・スポーツイベント等
各種研修等の実施
きっかけ作り
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日本語教室まで、あと一歩…

日本語教育に造詣のあるキーパーソンの確保

フィリピン出身の多文化共生相談員からの情報提供
日本語学習のニーズや、生活の中での困りごと等

しかし…
学習者は集まるのか？
ボランティアは、集まるのか？
誰が、どのように始めるのか？
まず、何からすれば良いのか？

「地域日本語教育スタートアッププログラム」の活用

地域日本語教育スタートアッププログラム

2016年9月
第1回 打ち合わせ会議等
市長表敬・市の概要説明・市内視察
「教室」の方向性の確認
実施体制および今後の事業計画等

2016年11月
第2回 打ち合わせ会議および交流イベント視察
江田島市国際親善スポーツ 見学
情報共有および第2回 打ち合わせ
フィリピン人の方から、「日本語教室はありませんか？」
等の問い合わせ
仕事をしている時の言葉がわからない等
その他、「車を運転しているが、日本の交通ルールをもっ
と知りたい」といった相談等
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地域日本語教育スタートアッププログラム

2017年2月
新市長表敬

日本語ボランティア講座 実践編①
「やってみよう！ 日本語で交流！ ～楽しく伝え
て、楽しくすごそう ～」

「みんな毎日どんな生活してるの？みんなの活動範囲を知
ろう！」

「地域で『暮らす』地域の『人財』をみつけよう・つなが
ろう！」

「楽しくなくっちゃ続かない！ 日本語活動を組み立てて
みよう！」

地域日本語教育スタートアッププログラム

2017年3月
日本語ボランティア講座 実践編②
「カードや小道具などを使った日本語活動を考えて
みよう！」

プレ教室の実施
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地域日本語教育への取り組み

2017年4月
江田島市内で地域日本語教室「日本語クラブ」
立ち上げ

日 時：毎月 第1・第3日曜日13：30～15：00

場 所：島内の商業施設内の教室

参加者：第1回…フィリピン：11名
バングラデシュ： 6名
アメリカ ：1名
ミャンマー：1名
日本：16名(関係者を含む)

第2回…フィリピン：１4名
ミャンマー：1名
日本：12名(関係者を含む)

日本語教育の新規立ち上げに向けた連携

江田島市内の連携
市役所
ボランティアグループ
企業等

県・関係機関との連携
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日本語教室の新規立ち上げに向けた連携

江田島市

・国際交流イベント等 試行錯誤

・「地域日本語教育」等に関する理解

・「日本語教室」立ち上げの意思表示

・キーパーソンの発掘

・ボランティア研修会等の企画・実施

コーディネーター
グループ

企業・協同組合等

広島県・県内市町
ひろしま国際センター

スタートアップ
プログラム

アドバイザー

情報提供等

協
力
・
連
携

講師派遣等

「日本語クラブ」

支
援

運営

運
営

学習者送迎等

後押し

日本語クラブの主な課題

技能実習生の参加
交通アクセス
企業側の理解
会場の確保
ボランティアの育成

庁内・市民の協力

「日本語クラブ」のPR

日本語クラブ会場

市役所
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日本語クラブ参加者傾向

中国 韓国 フィリピン ベトナム ブラジル 米国 その他 計 人口比

184 15 191 188 9 9 163 759 3.19%

【出身地別 外国人市民数(2016年末)】
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市内複数個所での日本語教室の開講

地域との協力・連携

多文化共生の推進

全ての人にとって住みやすい「まちづくり」
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日本語教育についての主な取組 
 

 

文化庁では，日本語教育に関する様々な取組を行っています。日本語教育大会を 

はじめとする催しや研修，事業の成果等を公開していますので，是非御覧ください。 

 

委員会 

●文化審議会国語分科会 （一般傍聴が可能です） 

   http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/kokugo/ 

●文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 （一般傍聴が可能です） 

   http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongo/ 

○「生活者としての外国人」のための日本語教育の内容・方法の充実 

 （カリキュラム案，ガイドブック，教材例集，日本語能力評価，指導力評価） 

  http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nihongo_curriculum/ 

   ※２３言語に翻訳された「生活上の行為の事例」や「日本語学習ポートフォリオ」はこちらから 

 

各地の取組例 

●「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の取組の報告 

各地の取組の報告を掲載しています。平成 24 年度からは取組において作成された 

日本語学習のための教材も公開しています。 

 http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/seikatsusha/ 

 

大会及び協議会 

●日本語教育大会・日本語教育研究協議会 

文化庁では，日本語教育の充実と推進を図るため，

毎年日本語教育大会・日本語教育研究協議会を開催

しています。本年度は，以下の２か所で開催します。 

 

・東京  8 月 26 日（土），27 日（日） 

・大阪  9 月 30 日（土），10 月 1 日（日） 

 

 

プログラムが確定しましたら，御案内いたします。 

昨年度の配布資料及び発表資料は，文化庁ホームページで公開しております。 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/taikai/ 

 

 

 

- 87-



日本語教育についての主な取組 
 

研 修 

●地域日本語教育コーディネーター研修 

  一定の経験を有し，「地域日本語教育のデザイン」を行

うキーパーソンとしての立場を果たすことが期待される

者等に対して，地域の実情に応じ，外国人の社会参加・

多文化共生社会に資する日本語教育の実施を目的とした

研修を開催しています。詳細については文化庁ホームペ

ージを御覧ください。 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/coordinator_kenshu/ 

 

情報サイト 

●日本語教育コンテンツの総合情報サイト「ＮＥＷＳ」 

「ＮＥＷＳ」（Nihongo Education contents Web sharing 

System）は，日本語教育に関する教材，カリキュラム，

報告書，論文，施策資料等（「日本語教育コンテンツ」）

を横断的に検索できる情報検索サイトです。 

http://www.nihongo-ews.jp/ 

情報をお寄せください！ 

 

●文化庁広報誌「ぶんかる」 

文化庁では各課の取組やイベント情報などのお知らせを

ＷＥＢで公開しています。 

国語課の連載「地域日本語教室からこんにちは！」では、

各地で活躍する日本語学習者や日本語教育に携わる人材に

よる日本語・日本文化・地域日本語教室の紹介を掲載して

います。 

http://prmagazine.bunka.go.jp/ 

  

 

●その他の文化庁国語課の主な取組は，こちらから御覧ください。 

 http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/ 
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地方公共団体及び国際交流協会等で
日本語教育を担当している方

日時：７月４日（火）１０時００分～１７時００分
場所：文部科学省

６月２７日（火）

都道府県・政令指定都市及び
それらの地域の国際化協会において

日本語教育を担当している方
（一般には公開されません）

【東京】
　日時：８月２８日（月）１０時～１７時３０分
　　　北海道・東北・ 関東・甲信越ブロック：１０時３０分～１２時
３０分
　　　中国・四国・九州・沖縄ブロック：１３時００分～１５時００分

　　　東海・近畿ブロック：１５時１０分～１７時１０分

　場所：文部科学省（予定）

－

日本語教育関係者及び一般

【東京大会】
　日時：１日目　８月２６日（土）１３時００分～１７時３０分
　　　  　２日目　８月２７日（日）１０時～１６時
　場所：文化庁・文部科学省

【大阪大会】
　日時：１日目　９月３０日（土）１３時００分～１７時３０分
　　　  　２日目　１０月１日（日）１０時～１６時
　場所：大阪市立総合生涯学習センター

※２日目の分科会のみ
要事前申込み

地域日本語教育コーディネーター研修を
受講された方

【東日本地域】
　日時：８月２７日（日）９時３０分～１２時３０分
　場所：文化庁・文部科学省
【西日本地域】
　日時：１０月１日（日）９時３０分～１２時３０分
　場所：大阪市立総合生涯学習センター

開催日の２週間前を予定

日本語教育関係機関・団体
及び関係府省

（一般の方も傍聴可）

日時：調整中
場所：文部科学省（予定）

未定

（１）（２）に当てはまる方で，地域日本
語教育に関する経験を3年以上有し，
地方公共団体，国際交流協会又は社
会福祉協議会が推薦する方

（1）地方公共団体・国際交流協会・地
域の日本語教室等で日本語教育プロ
グラムの編成に携わっている方
（2）日本語教育プログラムの実施に必
要な地域の関係機関との調整に携
わっている方

【西日本地域】
　○研修Ⅰ
　　日時：１０月1２日（木）、１０月1３日（金）の２日間
　　場所：大阪市立総合生涯学習センター
　○研修Ⅱ
　　日時：２月２３日（金）
　　場所：大阪市立総合生涯学習センター

【東日本地域】
　○研修Ⅰ
　　日時：１０月１７日（火）、１８日（水）の２日間
　　場所：文部科学省（予定）
　○研修Ⅱ　２月２８日（水）
　　場所：文部科学省（予定）

９月1日（金）

地方公共団体・教育機関・
国際交流協会・ＮＰＯ等

外国人に対する日本語教育又は日本語
教師養成・研修を実施している国内の機
関・施設等（初等中等教育機関を除く）

日本語教育関係者及び一般

平成29年度文化庁における 日本語教育関連事業　年間予定

＜平成３０年度事業＞
募集開始：平成２９年１０月（予定）
応募期限：平成２９年１２月（予定）
結果通知：平成３０年３月（予定）

スケジュール等 申込み期限

文化庁広報誌「ぶんかる」（ＷＥＢサイト）で「地域日本語教室からこんにちは！」　連載
中。
各地で日本語を学び、地域社会で活躍している「生活者としての外国人」の方の声を隔月
でお届けしています。平成２９年度の前半は，文化庁長官表彰【日本語教育部門】受賞者
による寄稿を特集します。応援，よろしくお願いいたします。

主に対象となる方事業・研修・協議会等

文化庁広報「ぶんかる」
【地域日本語教室からこんにち

は！】

「生活者としての外国人」
のための日本語教育事業

（１）地域日本語教育
実践プログラム

（２）地域日本語教育
スタートアッププログラム

日本語教育大会
（東京大会・大阪大会）

地域日本語教育
コーディネーター研修

都道府県・市区町村等
日本語教育担当者研修

日本語教育実態調査

　　＜平成２９年度事業＞
　　調査表配布：平成２９年１１月（予定）
　　調査表回収：平成２９年１２月（予定）
　　　※全国の日本語教育機関・教員・学習者の数を把握する調査です。
　　　　 御協力をお願いいたします。

地域日本語教育コーディネーター
フォローアップ研修

日本語教育推進会議

都道府県・政令指定都市
日本語教育推進会議

　　※実施時期や事業の対象は変更になる場合がありますので、予め御了承ください。
　　　 日時・会場等の詳細は確定次第、各事業・研修・協議会のＷＥＢページに掲載いたします。
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